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サステナビリティコンサルティング第１部
サステナビリティコンサルティング第２部

スコープ2ガイダンス
パブリックコンサルテーション資料の解説

本資料は、みずほリサーチ＆テクノロジーズが経済産業省の委託事業「令和7年度 国内温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度実施事業費（GHG 

Protocol改定に向けた調査および環境負荷の見える化に向けたLCA（ライフサイクルアセスメント）・CFP（カーボンフットプリント）に関する調

査）」において調査を実施し、弊社独自の見解を取りまとめたものです。

本資料は弊社独自の解釈及び見解が含まれますため、パブリックコンサルテーションへの参加やその他用途で参照される際は、GHG Protocol等が公表する

原文をご確認ください。（本資料は2025年11月20日時点の公開資料に基づき作成しました）
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2本資料について

◼ 本資料は、GHGプロトコル公表の以下の掲載資料を主な参照先として作成しております。より詳細な情報の確

認を行いたい場合は、下記Webサイトをご確認ください

― パブリックコンサルテーション用資料「Public Consultation – Scope 2

（https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2025-10/GHG-Protocol-Scope2-Public-

Consultation.pdf）」

― 「Standards Development and Governance Repository（https://ghgprotocol.org/standards-

development-and-governance-repository）」

◼ 2025年10月16日までに公表されたスコープ2TWGの資料の分析については、以下を参照ください

― 「GHGプロトコルの改定に係る進捗状況 ：スコープ2ガイダンスに関する改定動向

（https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/LCA_CFP/ghgprotocolshiryou4.p

df）」

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2025-10/GHG-Protocol-Scope2-Public-Consultation.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2025-10/GHG-Protocol-Scope2-Public-Consultation.pdf
https://ghgprotocol.org/standards-development-and-governance-repository
https://ghgprotocol.org/standards-development-and-governance-repository
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/LCA_CFP/ghgprotocolshiryou4.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/LCA_CFP/ghgprotocolshiryou4.pdf
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4パブリックコンサルテーション プロセスの概要

（出所）GHGプロトコル「GHG Protocol Public Consultations Now Open: Scope 2 and Electricity Sector Consequential Accounting(2025.10.20)」等より、みずほリサーチ＆テクノロジーズが作成

項目 概要

パブリック
コンサルテーション期間

2025年10月20日～
ただし、フィードバックに含まれる機密データの非公開を希望する場合は12月1日までの提出が必要

匿名性

公開されるすべてのフィードバックは、回答者名の公表がデフォルトとなっているが、例外的な状況において、
完全な回答者名の公開が協議への参加能力を妨げる場合、回答者は、公開されるフィードバックデータベースか

ら、自身の氏名、所属組織、および管轄地域を削除するよう要請することができる

テーマ
• スコープ2ガイダンスの改定
• 電力部門の帰結的会計手法

コンサルテーションの

プロセス

外部
ステークホルダー

1.パブリックコンサルテーション資料のレビュー
2.パブリックコンサルテーション資料の提出

GHGプロトコル 3.GHGプロトコルによるフィードバックの分析
4.フィードバックへの対応
スコープ2

• スコープ2TWGと協議しながら提案の見直しと修正を実施（必要に応じてISBと協議）。2026年に2回目のパ
ブリックコンサルテーションを予定。新しいスコープ2スタンダードの最終公表は2027年を予定

電力部門の帰結的算定
• 関係者の意見を統合しAMI TWGにの検討に活用し、企業インベントリ外での排出影響報告の要件を策定

フィードバック検討時の

考慮事項

すべての改定は、GHGプロトコルの意思決定基準と階層（Decision-Making Criteria and Hierarchy）に照らして

比較検討されることから、GHGプロトコルは、利害関係者がフィードバックを提出する前に同基準と階層を確認

することを推奨 ※意思決定基準と階層の詳細は次ページ以降を参照ください

基準の開発手順

①Preparation
・必要性・目的・範囲の定義
・手順およびタイムラインの特定

↓
②Development / Revision process
・WG／コンセンサス形成および意思決定
・ISB を通じた協議と整合

↓
③Public consultation
・提案の公開
・フィードバック分析と要約
・必要に応じ草案の再発行

④Approval（承認）
・ISB による承認

↓
⑤Ratification
・SC による採択

↓
⑥Publication
・GHG プロトコルのウェブサイト上で公表
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5意思決定基準と階層

（出所）GHGプロトコル「Governance-Overview」等より、みずほリサーチ＆テクノロジーズが作成

◼ 意思決定基準には、要約版とフルバージョンがあり

◼ フルバージョンでは、1.Integrityと2.Impactが詳細になる（それぞれ2項目に分割）

科学と原則 野心的な世界の気候
アクションおよびプ
ログラムを支援する

実現可能性科学的完全性 GHG算定と報
告の原則

野心的な世界
の 気 候 ア ク
ションを推進
する意思決定
を支援する

GHGプロトコ
ル お よ び 
GHG デ ー タ
の利用に基づ
くプログラム
を支援する

実現可能性
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6意思決定基準と階層

（出所）GHGプロトコル「Governance-Overview」等より、みずほリサーチ＆テクノロジーズが作成

◼ 意思決定基準と階層の詳細な記述は以下の通り

意思決定基準と階層 説明

1A. 科学的完全性
• 第一に、アプローチは科学的完全性と妥当性を確保し、最良の適用可能な科学
と証拠（学術文献、モデリング、その他の研究を含む）に従い、最新の気候科学
と整合していなければならない。

1B. GHG 算定および
報告原則

• 第二に、アプローチは、正確性・完全性・一貫性・関連性・透明性といった 

GHG プロトコルの算定および報告原則を満たすべきである。
• 関連する場合、追加の原則も考慮されるべきである：保守性（GHG 削減および
除去の場合）、恒久性（除去の場合）、および比較可能性（TBD、TWG および 

ISB の議論に従う）。選択肢は原則間のトレードオフをもたらす可能性があり、
それらは評価されるべきである。

2A. 野心的な世界の
気候アクションを推
進する意思決定支
援）

• 第三に、アプローチは、市場および公共部門の行為主体による野心的な GHG 

排出削減および除去増加に向けた意思決定を知らせ、支援することによって公益
を促進するべきである。
• GHG プロトコルの算定フレームワークは、結果として生じる GHG データが、
世界的な気候目標と整合する個別および体系的な GHG 軽減行動に関する効果的
な判断を可能にするよう、排出量を正確かつ完全に測定すべきである。算定アプ
ローチは、世界的な気候目標に反する行動を支援または助長すべきではない。
• アプローチは、気候目標と整合したセクター別脱炭素化を支援するために必要
な情報を提供すべきである。

2B. GHG プロトコル
および GHG データ
利用に基づくプログ
ラム支援

• 第四に、アプローチは、GHG プロトコルスタンダードに基づく主要な義務的お
よび自主的な気候開示・目標設定プログラムとの相互運用性を促進すべきである。
また、その際には政策的中立性を確保しつつ、適切な場合に支援すべきである。
• アプローチは、GHG プログラム、報告企業、ステークホルダーおよびその他の 

GHG 情報利用者を含むさまざまな対象者による、結果として生じる GHG デー
タおよび関連情報の適切な利用を支援すべきである。

3. 実現可能性

• 第五に、上記基準を満たすアプローチは、実施可能であるべきであり、アクセ
ス可能で、採用可能で、公平であることを意味する。
• GHG プロトコルの算定アプローチは、義務的・自主的なさまざまな場面で 

GHG プロトコル標準の幅広い採用を支援し、異なる能力水準、資源、地理、規
制環境などを考慮すべきである。
• 会計アプローチが上記基準を満たすが実施が困難な場合、GHG プロトコルはガ
イダンスおよびツールを提供するなどして実施可能性を向上させるべきである。

＜翻訳＞＜原文＞
Governance-Overview p7-8
A.2. Decision-making criteria and hierarchy
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8本パブリックコンサルテーションの範囲

◼ スコープ２インベントリにおける第1フェーズのコンサルテーションでは、ロケーションベース（LBM）およびマー

ケットベース（MBM）に関する主要な更新と、それに関連する実現可能性（feasibility）のための緩和措置を扱う

― 本フェーズでは全ての課題を解決することは目的としておらず、残りは第2フェーズ（2026年）で扱われる

◼ この改定はスコープ２報告の基本的な枠組みと定義を再確認するものでもあり、スコープ２は帰属型（Attributional）

アプローチを用いて、定義された組織・運用境界内で排出を配分するものとされる

― 一方で帰結型（Consequential）アプローチは異なる目的（電力システム全体への影響評価）に答えるものであり、

報告上は区別される（スコープ２ガイダンスと同時実施のパブリックコンサルテーションで検討）

帰属型 (Attributional)アプローチ（スコープ2）

組織境界内の配分

What: 企業の活動による排出量

企業が消費した電力等に起因する排出量を、

組織境界内で会計的に配分・算定する

Answer to: 「企業の排出量はどれくらい？」

⚫ 目的：企業のGHGインベントリ作成、排出量報告

⚫ 方法：会計的アプローチ（過去・現在実績ベース）

⚫ 用途：CDP回答、SBT認定、サステナ報告書 等

帰結型 (Consequential)アプローチ

行動(Action)の影響

What: 行動がシステム全体に与える影響

特定の行動がもたらすシステム全体の排出量
変化を、「もし行動しなかったら」という反
事実と比較し評価する

Answer to: 「当社の選択は排出量をどれだけ変化させた？」

⚫ 目的：意思決定による排出量変化インパクトの評価

⚫ 方法：経済学的アプローチ（将来予測・因果関係ベース）

⚫ 用途：政策評価、新規プロジェクトの環境評価 等

VS

報告上の留意点：異なるアプローチを混同せず、「同類比較 like-for-like」を徹底

企業のGHG排出量報告（インベントリ）では、帰属的なアプローチが求められる

帰結的な評価を併記する場合は、両者は明確に区別すべき

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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9帰属的会計と帰結的会計の比較

◼ 帰結的会計は、企業の取り組みがシステム全体の排出量に与える“変化”を明らかにするためのアプローチであ

り、報告主体の境界を超えて、介入がどのように排出削減に寄与したのかを評価できる点に特徴がある

（出所）GHGプロトコル「Public Consultation – Consequential Electricity-Sector Emissions Impacts 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

項目 帰属的会計（Attributional Accounting） 帰結的会計（Consequential Accounting）

概要
組織内で発生した排出量・除去量を経時的に追跡する
するための会計手法
（インベントリを作成する際の会計方法）

ベースラインと比較し、特定のプロジェクト／活動／
介入による“排出量の変化”を推定する手法

目的 企業の事業活動やバリューチェーン排出量を評価する
プロジェクト・介入がGHG排出量をどう変えたかを評
価する

算定範囲 組織や事業境界の中に限定 報告主体の境界を超え、システム全体への影響を見る

評価方法
（算定方法）

実際に組織が排出・除去した量を算定する

もし介入がなかった場合（反事実シナリオ）と比べた
差分を評価する
（ベースラインシナリオとプロジェクトシナリオを比
較する）

主な用途
• スコープ1・2・3排出量の算定で利用

（年次で排出量を把握する）
• プロジェクトの追加効果（Additionality）を評価
• システム全体の排出削減効果を推定

GHGプロトコルが公表
する関連スタンダード

• コーポレートスタンダード
• スコープ2ガイダンス
• スコープ3スタンダード
• 土地セクターおよび除去量算定スタンダード

（Land Sector Removals Standard、公開予定）

• プロジェクト算定のためのGHGプロトコル
（The GHG Protocol for Project Accounting）

• グリッド接続電力プロジェクトによるGHG削減量
の定量化のためのガイドライン
（Guidelines for Quantifying GHG Reductions from 

Grid-Connected Electricity Projects）
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10スコープ2 パブリックコンサルテーションの目的

◼ スコープ2改定の目的は、スコープ2を意思決定に有用で、主要な開示・目標設定プログラムとの整合性を保ち、

最新の科学的知見や実務経験を反映した報告手法として強化し、利用しやすく保証（assurance）にも耐えうる

ものにすること

◼ パブリックコンサルテーションでは、この目的に適合した形でスコープ2を維持改善する為の意見を求める

― 第1フェーズでは、ロケーションベース法とマーケットベース法に関する主要な改定点および実務的緩和策に

ついて意見を募るもの

パブリックコンサルテーションの目的と焦点

⚫ 目的：スコープ２の目的適合維持
⚫ 整合性：スコープ２標準開発計画（第1

フェーズ）との連携
⚫ 焦点：帰属的なバリューチェーン枠組み

の中でのロケーションベース法＆マー
ケットベース法

改定に反映する主要素

⚫ 主要な開示および目標設定プログラム
との相互運用性

⚫ 科学や研究の進展
⚫ 標準的な実際の利用状況や、それに基

づくデータ分析・利害関係者からの
フィードバック・実装経験

核心的論点：利用方法との整合性

⚫ 開示・目標設定プログラムはスコープ定
義の一貫性と企業全体の比較可能な総量
に依存

⚫ 本改定は、スコープ２を意思決定に有用
な報告手法として強化することを目指す
（スコープ1・3と連携）

核心的論点：利用方法との整合性

⚫ GHGプロトコル全体の整合性向上
⚫ 解釈の幅を減らし、可能な限り明確化

する
⚫ 構造・表現を強化し、利用性向上と保

証にも耐えられるよう改善する

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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11スコープ2 パブリックコンサルテーションの目的（原文）

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 
P4 2 Background, objectives and scope

<翻訳>

スコープ2技術作業部会（TWG）は、公開協議フェーズ1の一部を構成する課題につい
て1年以上にわたり検討を進めてきました。提言はTWGの業務範囲に基づき策定され、
標準策定プロセスを監督する独立標準委員会（ISB）に随時フィードバックを求める
形で共有された。第1段階の協議では、ロケーションベース手法（LBM）およびマー
ケットベース手法ならびに関連実現可能性措置の主要な更新事項を対象としている。全
ての課題を解決するものではなく、追加課題は第2段階で取り上げられる予定。2025年7
月、ISBは第1段階の議題案を公的協議へ進めることを承認しました。本プロセスの詳
細は以下で説明されている：スコープ2基準の進展：ISBがマーケットベース・ロケー
ションベース改定に関する協議を承認

スコープ2は、購入・消費される電力、蒸気、熱、冷房の生成に伴う間接的な温室効
果ガス排出をカバーする。企業インベントリにおいてスコープ2は、定義された組織
的・運営的境界内で排出量を割り当て、スコープ1および3との整合性を維持するため、
帰属手法を用いる。プロジェクト手法または帰結手法は、対照的なベースラインに対
するシステム全体の影響を推定する。両手法には価値があるが、異なる問いに対応す
るため、同種比較可能なインベントリを維持する観点から、報告においては区別すべき
である。

本協議は、スコープ2企業インベントリ会計の目的適合性を維持するためのフィード
バックを求めるものである。スコープ2基準開発計画のフェーズ1テーマに沿い、帰属
ベースのバリューチェーン枠組み内における場所ベース手法とマーケットベース手法
手法に焦点を当てる。

インベントリの利用方法との整合性が核心である。開示および目標設定プログラムは、
一貫したスコープ定義と比較可能な企業総計に依存する。本改定は、スコープ1および
3と連携し意思決定に有用な報告を支援するインベントリ手法としてのスコープ2を強
化することを目的とする。

本協議は、主要な開示・目標設定プログラムとの相互運用性を支援し、科学・研究の
進歩を統合し、公表以降の標準及びその結果としてのインベントリデータの利用実態、
ステークホルダーからのフィードバック、実施経験を反映することを目的とする。改
定草案は、GHGプロトコル標準及びガイダンス全体の一貫性向上、可能な限り解釈の
余地を減らす明確化の提供、構造と提示方法の強化による利便性及び保証対応準備の
向上を図る。

現行の慣行に沿い、改定版スコープ2基準は、業種や地域を問わず、あらゆる規模の
企業およびその他の組織に適用されることを意図しています。政策立案者、保証提供
者、GHGプログラムも、報告要件や目標設定要件を設計する際に本基準を参照するこ
とが可能です。

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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12スコープ2 パブリックコンサルテーション用資料の構成

◼ スコープ2 パブリックコンサルテーション用資料の構成は以下の通り

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

スコープ2定義の更新

目的の更新

ロケーションベース手法に関する改定

• 排出係数の階層化

• 入手可能な定義

• 実現可能性

マーケットベース手法に関する改定

• 同時同量（Quality Criteria4）

• 供給可能性（Quality Criteria5）

• 標準供給サービス（SSS）

• 残余ミックス係数の定義更新

• 残余ミックス係数が利用できない場合の算定（化石燃料係数を使用）

• マーケットベース手法の更新に関する実現可能性措置

同時同量を免除する閾値

レガシー条項

＜原文＞P1 Contents
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13（参考）帰結的な電力セクターの排出影響 パブリックコンサルテーション用資料の構成

◼ 帰結的な電力セクターの排出影響のパブリックコンサルテーション用資料の構成は以下の通り

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Consequential Electricity-Sector Emissions Impacts 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

開発プロセスの概要

帰結的算定の背景

全般的なフィードバック

電力プロジェクトの排出影響を定量化する計算式

追加性

限界排出係数

ビルトマージンとオペレーティングマージンの

ウェイト
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スコープ2ガイダンスの改定論点

14
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15改定の方向性：主要な改定案と現行規定の比較

◼ スコープ2ガイダンスに関する主な改定論点は以下の通り
― パブリックコンサルテーション用資料で示される主な改定案は、TWG資料で公表されていた内容と大きな相

違はないと思われる

分野 テーマ 現在の規定 改定案

ロケーション
ベース手法
（LBM）

精緻な係数使用を
義務化

年単位のグリッド平均係数や国単
位の排出係数の使用が許容される

「地理的境界・時間粒度・排出係数種類」の３軸
で“最も精緻な係数”を特定し、入手可能（公開・
無償・信頼できる）な中で、最も精緻な係数の使
用を要求

マーケット
ベース手法
（MBM）

同時同量 契約証書はエネルギー消費の時期
にできるだけ近い時期に発行され
かつ償還されることを要求
（年単位のマッチングも許容）

マーケットベース算定で使用されるすべての契約
上の手段が、その手段が適用されるエネルギー消
費と同じ時間に発行・償還されることを要求

供給可能性
（Deliverability）

電力消費と契約証書は同一市場か
ら調達すること

同一市場の定義が厳格化され、同一市場外からの
調達については供給可能性について実証が求めら
れる

レガシー条項 ー 既存の長期契約は新要件（同時同量・供給可能
性）に不適合でも旧ルールでの報告を容認する

標準供給サービス
（SSS）

ー 公的な支援を受けた非化石電源や、企業の自発的
な意思決定なしで供給されるデフォルトの同電源
を公平に分配するため新規制（主張に上限値を設
定）を導入

残余ミックスが利
用できない場合の
算定

残余ミックスが利用できない場合
は系統平均を適用

残余ミックスが利用できない場合は、化石燃料
ベースの排出係数を適用する

（出所）GHGプロトコル「Standards Development and Governance Repository」、 「Scope2 Guidance」等より、みずほリサーチ＆テクノロジーズが作成
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16（参考）TWG資料からの主なアップデート［明確化を含む］

◼ パブリックコンサルテーション用資料の公表以前に公開されているTWG資料からのアップデート（明確化含

む）は以下の通り

（出所）GHGプロトコル「Standards Development and Governance Repository」、 「Public Consultation – Scope 2」等より、みずほリサーチ＆テクノロジーズが作成

分野 論点 TWG資料からのアップデート（明確化を含む）

全体

コンサル
テーション
の前提

⚫ ロケーションベース手法、マーケット
ベース手法の主要な更新と実現可能性措
置を扱う

⚫ 今回のコンサルテーションですべての課
題解決は目的としない。残った論点は第2

フェーズで扱う

スコープ2の
定義更新

⚫ スコープ2排出量が物理的に接続された発
電プロセスからの排出を反映すべきこと
を明確化

⚫ ロケーションベース手法、マーケット
ベース手法の定義更新

目的の更新
⚫ 現行ガイダンスでは目的の説明が文書中

に散在しており、誤解や不整合が指摘。
TWGで両方法の上位目的を再定義。

ロケー
ション
ベース
手法

（LBM）

排出係数の
階層

⚫ 優先順位の考え方を明文化（場所→時間
→消費/生産）

⚫ 階層構造案（表）が公表

利用可能の
定義

⚫ 利用可能の定義（アクセス可能）を明記

消費データ
の階層

⚫ 消費データの階層を公表

分野 論点 TWG資料からのアップデート（明確化を含む）

マーケッ
トベース
手法

(MBM)

同時同量

⚫ 契約証書の時間粒度の階層案が公表
⚫ 活動量データの時間粒度の階層案が公表

免除要件の閾値は同一市場あたり
5GWh,10GWh,50GWhの3案が提示。中小
企業要件での免除も検討

供給可能性

⚫ 供給可能性を実証するための提案された
方法論一覧（表）が公表：
TWG資料では同一市場の判定フローと、
同一市場外からの調達の際の実証方法と
して分かれて掲載されていたが、パブ
リックコンサルテーション資料では一体
の表で公表

標準供給
サービス
（SSS）

⚫ SSSの定義に追記あり
⚫ 日本のFITがSSSに含まれる旨明記
⚫ SSS配分の計算例について追加情報なし

残余ミック
ス定義

⚫ 改定後の残余ミックスの定義が明確化

残余ミック
スが使用で
きない場合
の算定

⚫ 使用する排出係数の優先順位を明確化
⚫ 明確な情報が入手できない場合、最も保

守的な排出係数を使用するルールを明記

レガシー
条項

⚫ レガシー条項については、パブリックコ
ンサルテーション後も継続検討
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17スコープ2排出量算定における２つの手法

◼ スコープ2排出量の定義は「他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出」

◼ 現行のスコープ2ガイダンスでは、ロケーションベース手法（Location base method、LBM）とマーケット

ベース手法（Market base method、MBM）の2手法でスコープ2排出量を算定し報告することを要求する

購入電力の
消費量

当該電力単位量の
発電時排出量

ロケーション
ベース手法

マーケット
ベース手法

系統電力網全体の
平均値を適用

契約先の発電設備の
排出原単位を適用

▍スコープ2排出量 算定方法の概要（電力の場合）

▍スコープ2排出量の定義

▍ロケーションベース手法/マーケットベース手法の定義

（出所）GHG Protocol「Scope2 Guidance」、環境省・みずほリサーチ＆テクノロジーズ「サプライチェーン排出量の算定と削減に向けて」に基づき、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

スコープ2排出量の定義：
他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出
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18スコープ2排出量算定における２つの手法

◼ 物理的な関係性の不可知性を重視するか、契約上の取り決めを重視するか？

→どちらの考え方も成立するため、ロケーション・マーケットの二元報告が要求される

太陽光発電

風力発電

水力発電

火力発電

原子力発電

系統電力網

物理的にはどの発電設備の電
力がきたのかはわからない

契約上の決めごととしては
どの発電設備の電力かを

指定できる

マーケットベース手法は
この発想に基づき契約に
基づく排出原単位を適用

ロケーションベース手法は
この発想に基づき系統網全体で
バランスさせた平均値を適用

（出所）GHG Protocol「Scope2 Guidance」等に基づき、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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スコープ2定義の更新
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20スコープ2定義の更新：物理的接続を要件化

◼ 従来の広義の購入・取得したエネルギー由来の排出から、報告者のバリューチェーンに物理的に接続された発電プロセ

ス由来の排出に限定

― 算定対象の範囲が明確化され、排出報告の一貫性と比較可能性が向上する

現行の定義

⚫ 購入・取得したエネルギー生成に伴う間接的なGHG排出。

⚫ 対象となるエネルギー

➢ 電力

➢ 熱

➢ 蒸気

➢ 冷熱

課題

⚫ 定義が広範で物理的な供給経路との関連性が必ずしも明確で

はない。

提案の改定案

⚫ 定義を精緻化。物理的バリューチェーンとの関連性を明確に

⚫ 役割を明確化

➢ 帰属的バリューチェーンGHGインベントリ内での役

割を強調

⚫ 対象範囲の限定

➢ 報告者のバリューチェーンに「物理的に接続された

*1」発電プロセスからの排出に限定。

効果

⚫ 排出量の算定根拠の正確性と透明性が向上し、より実態に即

した報告が可能になる。

<翻訳>

スコープ2定義の更新案：本改定案は、上記のスコープ2排出量の定義を精緻化し、帰属

型バリューチェーン温室効果ガスインベントリにおけるその役割を強調するものである。

これにより、スコープ2には報告者のバリューチェーンに物理的に接続された電力生成プ

ロセスからの排出量のみを含め、無関係な排出量は除外されることが明確化される。

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 P7 3.1 Description of proposed changes to scope 2 definitions

*1:本項ではphysically connected to the reporter’s value chain and exclude any unrelated emissionsとの記載に留まるが、ロケーションベース手法の定義部分で消費時点の時間と場所で物理的

に供給された発電を反映するとされている。
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21ロケーションベース手法（LBM: Location-based method)の改定案

◼ ロケーションベース手法の定義を物理的な電力供給実態に即したものに改定。企業リスク評価や削減計画にお

ける有用性を高める。

― 曖昧さを指摘された目的も今般で定義しなおす

現行の定義

⚫ 地理的境界（国・地域グリッドなど）内で

消費されるすべての電力の平均排出係数を

使用する。

提案される定義

⚫ 企業が電力消費する場所と時間において、

物理的に供給される発電（輸入電力含む）

を反映した排出係数を使用する。

総需要への寄与度配分

⚫ グリッド全体の総需要に対
し、各消費者が貢献する排
出量を公平に配分

グリッド関連リスク機会評価

⚫ 炭素集約度の高いグリッド
への依存度など、エネル
ギー調達に伴う移行リスク
を評価

排出削減計画の策定

⚫ 物理的な電力消費パターン
に基づき、より効果的な排
出削減・目標設定を実現

企業間の比較可能性

⚫ 共通の物理的現実に根差し
た算定により、企業や地域
間でのパフォーマンス比較
を可能にする。

ロケーションベース手法の目的（提案）

＜翻訳＞
提案されているロケーションベース手法定義の改定：これまで地理的に定
義された境界内の平均的な発電排出係数によって定義されていたが、今
回の改定提案では、排出量は消費が発生する時点および場所で物理的に供
給される発電を反映すべきであると規定している。また、輸入電力をロ
ケーションベース排出係数の計算に含めることを明示的に推奨している。
提案されているロケーションベース法の目的には以下が含まれる：
• 報告者のグリッド電力に対する総体的な物理的需要への寄与に基づい

て排出量を配分すること
• グリッド電力の消費に関連するリスクおよび機会の評価
• 削減計画および削減目標設定を可能にすること
• 比較可能性の向上

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 P7
3.1 Description of proposed changes to scope 2 definitions

平均
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22マーケットベース手法（MBM: Market-based method)の改定案

◼ 報告の信頼性と行動変容の促進効果を高めるため、時間的・物理的要件を導入する

― 曖昧さを指摘された目的も今般で定義しなおす

現行の定義

⚫ 報告者が選択した契約手段（電力購入契約、証書など）に

基づいて、スコープ２排出量を算定する方法

提案される定義

⚫ 契約手段を基礎として、新たに２つの要件を必須とする。

✓ 時間的相関（Temporal correlation）

発電と消費の時間が一致していること（時間単位など）

✓ 供給可能性（Deliverability）

物理的に電力が供給可能な範囲（同一グリッド）である

こと

• 契約と物理的関係に基
づいた排出の算定

• 再エネ需要で電源
ミックスに影響を与
える

• 契約に伴うリスクと
機会を評価

• 削減計画/目標設定支
援

• 政策・制度への関与
を促す

マーケットベース手法の目的（提案）

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 P7
3.1 Description of proposed changes to scope 2 definitions

<翻訳>
提案されているマーケットベース手法定義の改定：提案される改定は、契約
上の手段を割当の基礎として維持しつつ、基礎となる電力を報告者の消費
と照合するための時間的相関（temporal correlation）および供給可能性
（deliverability）の要件を明示するものである。
提案されているマーケットベース法の目的には以下が含まれる：
• 電力供給との物理的・契約上の関係に基づいて排出量を推計すること
• グリッド全体における電力供給者および発電資源の供給ミックスに影響

を与えること
• 契約上の関係に関連するリスクおよび機会を評価すること
• 削減計画および削減目標の設定を可能にすること
• 政策への関与を促すインセンティブを与えること

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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23スコープ2の定義：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 18-22

18.スコープ2の定義を見直し、その役割を帰属型バリューチェーンGHGインベントリにおける位置づけとしてよ
り明確化する提案について、ご意見をお聞かせください。この提案では、スコープ2に含める排出を報告者のバ
リューチェーンに物理的につながる発電プロセスに限定し、関係のない排出源を除外することを明示しています。

※ロケーションベース手法およびマーケットベース手法の具体的な変更に関するご意見は、セクション4および5
でご提出ください。（300語以内） 

19. ロケーションベース手法の定義を明確化し、電力消費の時間と場所において物理的に供給された発電由来のス
コープ2排出を反映させる提案について、ご意見をお寄せください。また、該当する場合には輸入電力をロケー
ションベース手法排出係数の計算に含めることが提案されています。

※ ロケーションベース手法の具体的な変更に関するフィードバックはセクション4でご提出ください。（300語
以内）

20. マーケットベース手法の定義を明確化し、既存の枠組みを維持しながら、契約上の手段（Contractual 
Instruments）を通じて購入した電力に基づきスコープ2排出を定量化する提案について、ご意見をお寄せくださ
い。この提案では、契約手段と電力消費を対応づける際に、時間的な相関性および供給可能性（Deliverability）
を考慮する要件を明示しています。

※マーケットベース手法の具体的な変更に関するフィードバックはセクション5でご提出ください。（300語以
内）

21.ロケーションベース手法の提案目的について、ご意見をお寄せください。

※ロケーションベース手法の具体的な変更に関するご意見はセクション4でご提出ください。（300語以内） 

22.マーケットベース手法の提案目的について、ご意見をお寄せください。 

※マーケットベース手法の具体的な変更に関するご意見は、セクション5でご提出ください。（300語以内） 

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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25ロケーションベース手法の排出係数階層を新設、精緻な排出係数使用を義務化

◼ ロケーション係数の階層を更新し、入手可能な係数の中で最も精度の高いデータを使用することを義務化する
方向で検討
― 入手可能の要件は、公的に利用可能で、無料で利用でき、信頼できる情報源であること
― 現在、日本企業が入手可能なロケーションベース手法の排出係数の一つに、国がSHK制度の報告用に算定・

公表する排出係数がある
（データの粒度は、年単位、全国平均）

（出所） GHGプロトコル 「Scope 2 Technical Working Group Meeting  #15 #17資料」、 「Scope2 Guidance」等よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成 

【ロケーションベース手法改定案】

⚫ 排出係数のヒエラルキーを以下に基づいて更新する：

1. 地理的境界

2. 時間的粒度

3. 排出係数種類

（電力の輸出入を加味した消費ベースの排出係

数を優先する）

⚫ 入手可能（accessible）な最も精度の高い排出係数を

使用する必要があり、かつその排出係数に対応する活

動データも入手可能であることが求められる

⚫ 入手可能（accessible）とは、公的に利用可能で、無

料で使用でき、信頼できる情報源からのものを指す

【現行の基準（スコープ２ガイダンス）】

⚫ 事業者は、各手法について利用可能かつ最も適切、正

確、高精度（precise）かつ、最高品質な排出係数を使

用するのが望ましい（should＝推奨事項）

⚫ 現行のScope2  Guidanceでは、「年間のグリット平均

係数」が適切な排出係数の例として提示され、国単位

の排出係数の利用も許容

【現行の排出係数ヒエラルキー】

年間のグリット平均係数

国単位の係数の利用も可能
＜原文＞P49「Scope2 Guidance」
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26排出係数の種類（生産ベースの排出係数と消費ベースの排出係数）

◼ 現行規定では、グリッドを跨ぐ輸出入をロケーションベース係数で考慮することは推奨事項（should）となっ
ているが、改定案では、「輸出入を考慮した係数（消費ベース係数）」と「考慮していない係数（生産ベース
係数）」にわけて、考慮した係数を優先して使うように要求

（出所） GHGプロトコル 「Scope 2 Technical Working Group Meeting  #7 #15資料」よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成 

＜原文＞P19「Scope 2 Technical Working Group Meeting  #15 」 ＜原文＞P19「Scope 2 Technical Working Group Meeting  #7 」
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27ロケーションベース手法の改定案 概要

◼ GHGプロトコルの原則に沿ってロケーションベース手法を強化し、算定の完全性・影響・実現可能性を高める

改定を支えるGHGプロトコルの意思決定基準・階層

①排出係数階層の更新

⚫ 実態に即した排出係数の選択を促す
⚫ 空間的・時間的粒度、係数タイプに基づ

く優先順位を導入
⚫ 算定の正確性と透明性を高める

②「アクセス可能」の定義追加

⚫ 排出係数が「アクセス可能」である条
件を明確化

⚫ 公開・無料・信頼できる情報源
⚫ 報告者の負担を軽減しつつ、データ品

質の基準を設定

③最も正確な排出係数の使用要件

⚫ 活動データの粒度と整合する、階層内で
最も優先順位の高いアクセス可能な排出
係数の使用を要求

⚫ 算出根拠の客観性と精度を向上させる

④実現可能性を考慮した実施措置

⚫ 改定案への円滑な移行を支援2点
⚫ 毎時データのない企業向けの「負荷プ

ロファイル」の活用
⚫ 数年間の移行期間を設ける段階的導入

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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28ロケーションベース手法の更新：排出係数選択を明確化する背景と目的

◼ 排出係数選択の曖昧さを解消し、ロケーションベース手法の正確性・透明性・比較可能性を向上させる

背景：排出係数選択の曖昧さ

⚫ 企業間での排出量算定結果の比較可能性

が低い

⚫ 報告内容の信頼性・透明性に対する疑念

⚫ グリッド脱炭素化の貢献を適切に評価で

きない

目的：信頼性と実用性の向上

ルールを明確にすることでロケーション

ベース手法の品質を向上させ、ステークホ

ルダーにより有用な情報創出を目指す。

⚫ 正確性の向上

グリッドの実態をより正確に反映

⚫ 透明性の確保

算定根拠を明確にし、検証可能性を向上

⚫ 比較可能性の担保

企業間・経年での比較を可能に

⚫ 意思決定への貢献

脱炭素化投資の判断材料を提供

＜原文＞ Public Consultation – Scope 2 P13

“4.2 Rationale for location-based method updates”

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

これらの階層構造と「アクセス可能性」の定義を組み合わせることで、本提案は、報告者が利用可能な最も正確なロケーションベース排
出係数を、利用可能な活動データの精度と同じ水準で対応づけて使用することを求めるものとし、不確実性の低減を図っている。
さらに本提案では、より細かい時間的・地理的粒度のデータを用いることで、電力系統の実際の運用により近い形で算定を行うことを
意図している。既存の研究結果からは、年次または広域平均の係数では報告排出量が誤って示されるおそれがあることが示唆される。
このため、提案では、消費が発生する時間と場所において、実際に電力を供給できるグリッド領域を反映した係数を使用することにより、
既知の誤配分を低減できるとしている。一部の電力システムでは、時間単位の係数が算定結果に大きな影響を及ぼす場合があり、国境
をまたぐ電力フローを考慮することで排出原単位が大きく増減する可能性もある。これらの更新案は、協議段階に進んだものであり、
ロケーションベース手法の精度・科学的整合性・透明性を強化しつつ、ロケーションベース手法を引き続き共通かつ公的に検証可能な
基準として維持し、ロケーションベース手法結果を利用する開示制度間の相互運用性を支援することを目的としている。
実現可能性（feasibility）は依然として中核的な論点である。必要とされる精度水準は、主に次の2点に依存する：1「アクセス可能」な
データ（すなわち、公開・無料で利用可能かつ信頼できる情報源に基づくデータ）2活動データの粒度（時間分解能）いずれかの精度
が低い場合、その低い方が必要水準を決定する。時間単位の活動データが得られない場合には、負荷プロファイル（load profile）を用
いて時間単位の消費を近似することができ、より高精度の排出係数が利用可能な場合には、それを組み合わせて用いることができる。
これらの提案を総合すると、本更新案は、現行の実務との整合を保ちつつ、データの入手可能性が向上する中で段階的に改善を進める
ことを可能にし、報告者が意思決定に有用で比較可能なロケーションベース手法結果を得るための実務的かつ一貫した方法を提供する
ことを目的としている。

<翻訳>
2023年のスコープ2調査におけるステークホルダーからのフィー
ドバックでは、報告者が最も適切なロケーションベース排出係数
を特定する方法に曖昧さがあることが指摘された。TWGの検討で
は、空間的境界、時間的粒度、排出係数の種類という3つの決定要
素が確認されており、本提案はこれらを明確な優先順位をもつ階
層構造として位置づけている。最も細かい空間的境界を優先し、
次に時間的粒度の高いデータを用い、入手可能な場合には生産量
ベースよりも消費量ベースの係数を使用することで、共通の判断
基準を提供し、解釈のばらつきを減らし、報告者や地域を超えた
より一貫性・比較可能性の高い選択を促すことを目的としている。
データの入手可能性には依然ばらつきがあるものの、こうした共
通階層を定めることで期待値を明確にし、現行制度との差異の拡
大を防ぎ、改定後のスコープ2枠組みに沿った一貫した適用を促す
基盤を築くことができる。
また、本提案は更新された階層構造を補完するものとして、「ア
クセス可能（accessible）」という概念を導入し、その適用におけ
る実務的な基準（下限）を定めている。ロケーションベース手法
を、公開され、無料で利用でき、かつ信頼できる情報源に基づく
係数に紐づけることで、実行可能かつ低コストな基準値を提供し、
階層の一貫した適用を支援し、既存データセットとの継続性を維
持し、入手可能な場合にはより高精度な係数の使用を促すことが
できる。また、地域によってデータへのアクセス状況が異なる点
を認識し、将来的にデータ入手環境が進展していくことを見据え
ている。
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29①排出係数階層の更新：3要素の定義

◼ 新たな階層は、空間的境界・時間的粒度・係数タイプの3要素で構成

空間的境界

排出係数に含まれる発電または消費電力の
パラメータ設定に使用される特定の地理的
領域。消費ベース排出係数に最も適切な空
間的境界は、正確なデータが入手可能な最
も細分化された境界である。入手可能な最
も細かい境界である。生産ベース排出係数
にとって最も適切な空間的境界は、エネル
ギーの流通・利用地域に近似する境界。

時間的粒度

排出係数に含まれる発電量または消費電
力のパラメータ設定に使用される特定の
時間枠。発電量と消費量は季節や時間帯
によって大きく変動する可能性がある。
消費ベースおよび生産ベースの排出係数
に最も適切な時間的粒度は、正確なデー
タが入手可能な最小の時間間隔。

係数タイプ

「発電ベース」は、指定した地理的境界
の内部で発電された電力に基づく係数。
輸入電力は含まない。「消費ベース」は、
指定した地理的境界の内部で消費された
電力に基づく係数。これには、他地域か
らの輸入電力および蓄電池からの放電電
力を含み、輸出電力および蓄電への充電
電力を除外する。

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 P9
4.1.1 Update to the location-based emission factor hierarchy

<翻訳>
● 空間的境界
排出係数に含まれる発電量または消費電力量のパラメータを設定する際に用いられる
地理的範囲を指す。消費ベース排出係数に最も適した空間的境界は、正確なデータが
利用可能な中で最も細かい地域単位である。一方、発電ベース排出係数に最も適した
空間的境界は、エネルギーの流通および利用の実際の地域を近似する範囲とされる。
● 時間的粒度
排出係数に含まれる発電量又は消費電力量パラメータを設定する際の時間単位を指す。
発電量・消費量はいずれも季節や一日の時間帯によって大きく変動する可能性がある。
したがって、消費ベースおよび発電ベースの排出係数において最も適切な時間的粒度
は、正確なデータが入手可能な中で最も短い時間間隔とするのが望ましい。
● 排出係数の種類（発電ベースまたは消費ベースの平均値）
「発電ベース（production-based）」平均値は、特定の地理的領域および期間におい
て発電された電力量に関連するすべての温室効果ガス排出を表す。「消費ベース
（consumption-based）」平均値は、特定の地理的領域および期間における消費電力
量に対応する加重平均のGHG排出原単位を示す。消費ベースの平均値は、電力の輸
入・輸出および過去に発電され貯蔵された電力を反映するが、発電ベースの平均値に
はこれらは含まれない。
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30①排出係数階層の更新

◼ 排出係数の選択は、①空間的境界→②時間的粒度→③係数タイプの順で、最も優先度の高いものを選択する

地域

⚫ 入札ゾーン、サブグリッドなど、利用

可能な最も詳細な地理的範囲

※負荷ゾーン、地域バランシングエリア、信

頼性ゾーン、混雑ゾーンなど。

運用グリッド

⚫ 系統運用者が定義する中規模の範囲

eGRID subregionなど

系統全体・国境

⚫ 国や連携系統など、最も広範な範囲

※複数の同期系統で構成される諸島部（日

本含む）では、国家排出係数を使用すべき

ではない

毎時（Hourly）

⚫ 1時間ごとの排出係数

時間帯による電力構成の変動を反映

毎月（Monthly）

⚫ 月間の平均排出係数

季節的な変動を考慮

毎年（Annual）

⚫ 年間の平均排出係数

もっとも新井粒度

消費ベース

⚫ グリッド内外への電力の輸出入を考慮。

実際に消費された電力の排出量を反映

発電ベース

⚫ 特定の領域内での発電のみを考慮。

グリッド間の電力融通は考慮しない

※空間境界で地域を選択した場合は発電

ベース係数は使えない

空間的境界を決定 時間的粒度を選択 係数タイプを選択

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

高
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31②アクセス可能

◼ アクセス可能を「公開・無料・信頼できる」と明確に定義し、報告負担を軽減

― 信頼できる情報源の構成要素に関するさらなるガイダンスと定義は、今後のTWGおよびISB審議において詳

細に規定

◼ 有料・非公開の高品質な係数の利用は任意とし、精度向上の選択肢も確保

必須要件：負担軽減と公平性

⚫ 公に入手可能

⚫ 無料

⚫ 信頼できる情報源

上記3要件を満たす「アクセス可能」な排出係数の利用が基本。

報告者のコスト負担なく公平な報告が可能に。

○任意選択：自主的な精度向上

⚫ 有料または非公開の高品質な係数の試用は任意となる

⚫ より高い精度を自主的に追及する企業は、これらを選択・活用可

⚫ 先進的な取り組みとして、ステークホルダーからの評価につなが

る可能性がある

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 P11 4.1.2 Addition of definition for “accessible”

<翻訳>
ロケーションベース手法における排出係数情報源について、新たに「アクセシビリティ」の概念が提
案されている。アクセシブルな排出係数とは、一般に公開され、無料で利用でき、かつ信頼できる情
報源に基づくものと定義される。報告組織は、公的に自由にアクセス可能な範囲を超える排出係数の
使用を求められることはない。「信頼できる情報源」の定義やその判断基準の詳細については、今後
のTWGおよびISBでの審議を通じてさらに明確化される予定である。

提案されている改定文
アクセシブルな排出係数とは、以下の条件を満たすものを指す：一般に公開されていること、無料で
利用できること、信頼できる情報源（例：政府機関、系統運用者、公認レジストリなど）に由来する
こと。より高品質な係数が存在していても、それが一般に公開されていない、または有料である場合
には、その使用は任意（may）であり、たとえその係数が階層内で上位に位置づけられていたとして
も、使用が義務づけられるものではない（not required）。
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32③最も正確な排出係数の使用要件と負荷プロファイルの活用

◼ 報告者は利用可能な最も精度の高い排出係数を選択するが、算定粒度は活動データの精緻度に整合させる

◼ 毎時の活動データがない場合でも、負荷プロファイルの活用により高精度な毎時排出係数を推定できる

― ただし、負荷プロファイルは実測データに基づく時間別算定の代替ではなく、粗い粒度のデータでは総排出

量を正確に表せないと考えられる場合に限り、補完的に利用することが望ましい

排出係数【毎時】

排出係数【毎時】

活動データ【毎時】

活動データ【毎月】

算定粒度【毎時】

算定粒度【毎月】

×

×

→

→

係数選定の順序

1. 最詳細の地理

2. 最細の時間粒度（年次

しか無ければ最新年を

使用）

3. 同時間粒度では消費

ベースを優先

4. 活動量と係数の粒度が

不一致なら低い方に合

わせる。

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

<翻訳>
• ロケーションベース手法において、企業は、排出係数の階層構造で定められた範囲内で、利用可能な中で最も適切で、正確かつ精度

が高く、品質の高い排出係数を使用しなければならない。これは、利用可能な活動データの精緻度（精度）と整合している必要があ
る。

• 企業は、利用可能な中で最も正確で、時間的に最も細かい粒度をもつ活動データを使用しなければならない（下表参照）。より粗い
時間粒度のデータであっても、最も利用可能な精度の高い排出係数データの時間分解能と一致する場合には使用することができる。

• 実際の毎時活動データが入手できない場合には、負荷プロファイル（load profile）を用いて毎時活動データを推定することができる。
ただし、負荷プロファイルは実際のデータに基づく毎時算定の代替として用いるべきではない。一方で、より粗い粒度のデータでは
報告者のインベントリ総量を正確に反映できないと考えられる場合（例：特定の時間帯に主に電力を使用している場合）には、負荷
プロファイルの活用が有用である。

＜原文＞P11 4.1.3 Requirement to use the most precise location-based emission factor accessible
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33ロケーションベース手法での消費データ階層案（利用できるデータ粒度に応じた優先順位と例）

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

◼ 企業は以下の原則に基づき、最も正確な排出係数を使用することとされる

① 利用可能な中で最も詳細な地理的範囲のデータを優先する

② その範囲内で、時間的に最も細かい活動データを優先する（例：毎時データが月次より望ましい）

③ 消費ベースと発電ベースの両方を考慮し、対応可能な場合に適用する

④ 活動データと排出係数の時間分解能が一致しない場合は、より高い粒度の方に算定間隔を合わせる

消費データ 要件 参考例

毎時メーターデータ Shall：利用可能な場合は使用が必須
検針値やサプライヤー請求書に基づく電力量（MWhまたはkWh）
データ。報告対象組織の単位別の消費実績。

同一施設内または類似施設の
毎時推計消費量

May：より詳細なデータがない場合に
使用可

同種の施設（例：用途、規模、気候帯が同等）における実測または
請求データをもとにした時間別推計。

サプライヤー提供の負荷プ
ロファイルに基づく毎時推

計消費量

May：より詳細なデータがない場合に
使用可

サプライヤーが提供する月次または請求情報、およびその負荷プロ
ファイルをもとに毎時消費を推定。

標準負荷プロファイルに基
づく毎時推計消費量

May：より詳細なデータがない場合に
使用可

業種・用途・地域などに基づく標準化された月次または年次負荷プ
ロファイルを使用して時間別消費を推定。

※政府・システム運用者・市場運営者などが公表している代表的プ
ロファイルの使用

月間消費量

Shall：利用可能な場合は使用が必須。
より詳細なデータがない場合に利用

可。

サプライヤー請求書などに基づく月次使用量データ。

年間消費量
Shall：利用可能な場合は使用が必須。
より詳細なデータがない場合に利用可。

サプライヤー請求書などに基づく年単位の使用量データ。

ロケーションベース手法 消費データの階層構造案
（Public Consultation – Scope 2 “Proposed Hierarchy of Consumption Data for Location-based Method”より作成）
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34④実現可能性を考慮した実施措置

◼ 改定案の円滑な導入と報告者の負担軽減を目指し、2つの措置を提案

負荷プロファイルの活用

毎時電力消費データを持たない企業に対し、より精度の高い

毎時排出係数の利用を可能にするための代替手段を提供

⚫ 対象

毎時の実測活動データの入手が困難な企業

⚫ 方法

業界や地域の典型的な電力消費パターン（負荷プロファ

イル）を利用し、企業の月次・年次データから毎時消費

量を推定

⚫ 効果

データ収集の現実的な課題に対応しつつ、算定制度の向

上を促進し、より多くの企業が精緻な報告へ移行するこ

とを支援

段階的導入

新しい基準への円滑な移行を促すため、提案承認後に数年

間の移行期間を設けることを検討

⚫ 目的

報告者やデータ提供者が、新しい要件に対応するため

の体制構築やプロセス変更に必要な準備期間を確保

⚫ 内容

承認（2027年後半想定）から完全施行まで数年間の移

行期間を設ける。期間中は、新旧両基準に基づく報告

が許容される可能性がある

⚫ 効果

急激な変更による市場の混乱を回避し、改定内容の着

実な浸透を図る。

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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35ロケーションベース手法更新の実現可能性のための実施措置（原文 P12）

＜翻訳＞
報告組織による実行可能な導入を支援するために、本コンサルテーションで
は、ロケーションベース法に関する実行可能性オプションを提示している。
これには、負荷プロファイルの利用および段階的導入期間の選択肢が含まれ
る。この段階的導入期間は、GHGプロトコルのガバナンス・プロセスでの承
認と、改定されたGHGプロトコル標準への正式採択の間に、複数年の移行期
間を設ける可能性がある。これらのオプションは、TWGによる改定開発プロ
セス中に特定された以下の考慮事項に基づいている。

負荷プロファイル（Load profiles）
時間別の活動量データにアクセスできない組織が、月次または年次データか
ら時間別データを近似的に導出することを可能にする。これらのプロファイ
ルは、グリッド計画者が一日の特定の時間帯にどの程度の電力需要が見込ま
れるかを推定する際によく使用されており、報告組織も同様に使用できる。
本提案の下では、負荷プロファイルの階層構造が報告者の指針となる。これ
らのプロファイルを使用することで、時間別データの有無にかかわらず、時
間別のロケーションベース・インベントリを報告したい組織がそれを可能とす
ることができる。

段階的導入（Phased implementation）
新たな要件への移行を円滑にするために、段階的導入ルールが検討されてい
る。GHGプロトコルのガバナンス・プロセスで承認され、改定版スコープ2
標準（Scope 2 Standard）が公表された後（想定は2027年後半）、導入は複
数年にわたり段階的に実施される可能性がある。
段階的な発効日を設定することで、組織、データ提供者、公益事業者、およ
びサービス・プラットフォームが、新要件への対応やツール開発のための時
間を確保できる。また、早期導入の選択肢も設けられる見込みである。

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 P12 
“4.1.4 Feasibility measures for location-based method updates”
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36ロケーションベース手法：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 23-25

23.空間的境界、時間的粒度、排出係数タイプ（消費または生産）に基づき、入手可能な最も精度の高いロケー
ションベース手法排出係数を特定するためのロケーションベース手法排出係数階層の更新を、1～5の尺度でどの
程度支持しますか？  

※本質問は階層構造のみを対象とします。その後の質問でその使用目的について尋ねます。

1 - 支持しない、2 - やや支持しない、3 - 中立、4 - 概ね支持する、5 - 強く支持する

24.支持の理由がある場合はご記入ください。該当する選択肢をすべて選択してください。

・ロケーションベース排出係数の選択に関するガイダンスを階層構造として提示すべきであることに同意する

・ロケーションベース手法の精度と妥当性を高める

・排出削減計画や目標設定を支援する排出係数の利用を可能にする

・ロケーションベース手法の活用を改善し、系統電力消費に関連するリスク・機会評価を提供できる

・貴組織が地域別排出量報告に使用する排出係数との整合性が図られる

・貴地域における義務的または自主的報告に使用される排出係数との整合性を確保

・生産ベースの排出係数よりも、輸入・輸出を含む消費ベースの排出係数を優先します。

・排出係数階層（空間ベース＞時間ベース＞消費ベース＞生産ベース）の適用を明確化。

・最も精密な時間的粒度を「時間単位」と記載することに同意

・最も精密な空間境界を「地域境界」と記載することに同意 

・提案された空間境界が当該地域の電力供給可能性を反映していることに同意

・その他（ご記入ください）

25.ご支持の理由に関するコメントをご提供ください。 

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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37ロケーションベース手法：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 26-29

26.反対の懸念事項または理由がある場合はご記入ください。該当するすべての選択肢を選択してください

• 場所別排出係数の選定に関するガイダンスを、比較可能性を高めるため単一のグローバル適用オプションとし
て特定することを希望

• 入手可能な最も精密な排出係数を特定することによる、事務負担の増加と複雑化への懸念

• 最も精密な時間的粒度である「1時間ごと」が詳細すぎるという懸念

• 最も精密な空間境界である「地域境界」が狭すぎるという懸念

• 提案された空間境界が、貴組織の地域における電力供給可能性を反映していない懸念

• 懸念事項の階層構造が、貴組織が位置情報に基づく排出量報告に使用する排出係数と整合していない

• 懸念事項の優先順位が、貴地域における義務的または自主的報告に使用される排出係数と整合していない

• 異なる順序を望む（例：消費ベースを最初に、次に空間的境界、最後に時間的粒度）

• 変更が貴組織の温室効果ガス排出量報告に与える影響が不明確である

• その他（ご記入ください）

27. 支持しない理由（該当する場合）についてコメントを記入してください 

28.階層の適用順序に関する異なる見解（例：消費ベース排出係数→空間的境界→時間的粒度の順を優先）がある
場合は、優先する順序を説明してください

29.貴社が事業展開または経験を有する地域について、ロケーションベース手法排出係数階層が当該地域の電力供
給実態を適切に反映した入手可能な排出係数の特定を可能とするか否かについてコメントを提出してください 

回答において、対象地域を明確に特定してください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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38ロケーションベース手法：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 30-32

30.貴社が事業を展開している、または経験のある地域について、ロケーションベース手法排出係数階層の適用が
地域固有の課題を招く可能性についてコメントしてください。 具体的な事例を示し、回答において言及している
地域を明確に特定してください

31.「ローカル境界」をロケーションベース手法排出係数における最も精密な空間境界として記載することに同意
しますか？同意しない場合、最も精密な空間境界として記載すべきものはどれか選択してください 

・はい、ローカル境界を最も精密な空間境界として支持します

・いいえ、より精密な空間境界を追加すべき

・いいえ、より精度が低い空間境界を使用すべきです(運用グリッド境界を使用)

・いいえ、より精度が低い空間境界を使用すべきです(グリッド全体または国家境界を使用)

・その他（説明してください）

32. 質問31で「その他」を選択した場合、その内容を記述してください。

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成



メイン

メイン

セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

39ロケーションベース手法：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 33-34

33. 実現可能性を実証するための提案済みマーケットベース手法手法で概説されている供給可能市場境界が、既
存の空間境界と重複していない場合、ロケーションベース手法排出係数階層にこれらを含めるよう調整すべき
か？ もしそうなら、階層で現在提案されている空間境界に加えて含めるべきか、それとも置き換えるべきか？

• いいえ、ロケーションベース手法とマーケットベース手法では異なる空間境界が適切である

• はい、提案されているロケーションベース手法階層に加えてマーケットベース手法の供給可能性市場境界を含
めるべきである（追加すべき理由を説明）

• はい、提案されているロケーションベース手法階層に代わるものとしてマーケットベース手法配達可能市場境
界を含めるべきである（現在の階層に代えるべき理由を説明）

• その他（説明）

• いずれの方法で提案されている境界も支持しない（代替案として、場所ベース排出係数階層構造の境界案と、
それがバリューチェーンインベントリの完全性・影響・実現可能性をどのように支えるかを説明）

34. 質問33への回答に関する追加説明または詳細を記載してください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成



メイン

メイン

セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

40ロケーションベース手法：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 35-37

35.「アクセス可能」の新たな定義（公開されている、無料で利用可能、信頼できる情報源からのもの）を1～5
の尺度で支持しますか？ 

1 - 支持しない 2 - やや支持する 3 - 中立 4 - 概ね支持する 5 - 完全に支持する

36. 支持する理由がある場合は、該当するすべての選択肢を選択してください

・定義が実現可能性と低コスト報告を支援する

・排出係数の透明性と公的検証可能性を支援する

・報告者間で共通の比較可能性基準を確立する

・小規模報告主体や支援不足地域におけるデータ公平性を創出する

・排出係数の公開を促進する

・現在、世界のほとんどの市場において高品質でアクセス可能な排出係数が既に存在する

・報告者が更新されたロケーションベース手法階層を直ちに適用できることを保証

・報告要件を明確化する

・その他（説明してください）

37.ご支持の理由についてコメントをお寄せください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成



メイン

メイン

セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

41ロケーションベース手法：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 38-39

38.ご懸念事項または支持しない理由（該当する場合）をご記入ください。該当するすべての選択肢を選択してく
ださい

• 信頼できる情報源として認められるものについての定義をさらに明確化する必要がある

• 定義は、合理的な関連コスト（無料ではない）がかかる場合でも、公開されており信頼できる排出係数を排除
すべきではない

• 報告者が自地域で入手可能なものを個別に判断することを求めるのではなく、各地域ごとに適切な地域別排出
係数のリストを公開すべきである

• 排出係数データの外部費用に加え、行政的負担の程度も定義に考慮すべきである

• 定義に別の基準を追加すべきである

• その他（説明してください）

39.懸念事項がある場合は、その理由についてコメントを提出してください。 

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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42ロケーションベース手法：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 40-43

40.以下の質問（40-43）は、透明性、正確な表現、比較可能性を確保するために、入手可能なロケーションベー
ス手法排出係数の信頼できる情報源として適格となるべき主体に関するものです。信頼できる情報源として適格
となるべき主体は次のうちどれか：
該当する選択肢をすべて選択してください
・政府機関
・システム運営者
・公認登録機関
・公認統計機関
・最低基準を満たす独立した方法論（質問42に記載）
・その他（具体的に明記し説明してください）

41.選択した信頼できる情報源に関する追加コメントを記載してください。可能であれば、事業展開または経験の
ある地域ごとに少なくとも1つの事例を含めてください 

42.質問40で独立した方法論を選択した場合、それが信頼できる情報源として認められるために必要な文書や保
証（もしあれば）を説明してください。 該当するものをすべて選択し、簡潔な詳細を追加してください。： 
・公開された方法論とシステム境界
・更新頻度（例：年次）とバージョン管理
・品質保証/品質管理手順と不確実性の開示
・ガバナンス/独立性および利益相反防止策
・地理的/システム境界および時間的範囲の使用目的に適合性
・その他（説明してください）
 
43.質問42で選択した最低基準に関する追加コメントがあればご記入ください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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43ロケーションベース手法：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 44-46

44.「活動データが利用可能な最も精度の高いロケーションベース手法排出係数の使用」という要件の更新につい
て、1～5の尺度でどの程度支持しますか？ 

1 - 支持しない 2 - やや支持する 3 - 中立 4 - 概ね支持する 5 - 完全に支持する

45.支持の理由がある場合はご記入ください。該当するものをすべて選択してください

・ロケーションベース手法結果の精度と科学的整合性が向上する

・透明性と公的検証可能性の強化

・報告主体間および枠組み間の比較可能性を高める

・時間的・空間的な系統運用をより適切に反映し、誤配分を低減

・貯蔵および需要柔軟性による排出量変化をより正確に反映可能とする

・輸入/輸出を含む消費ベースの要因を優先

・排出係数の精度を利用可能な活動データと整合させる

・地域の義務的または任意の報告要件に積極的に適合

・時間別活動データが利用できない場合でも負荷プロファイルの使用を可能にします

・インベントリ作成のための共通かつアクセス可能な基準を提供

・データ可用性の拡大に伴い段階的な改善を支援

・外部開示における意思決定有用性を向上させる

・その他（ご記入ください）

46.ご支持の理由に関する追加コメントをご記入ください。

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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44ロケーションベース手法：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 47-50

47. 反対の理由または懸念事項を記載してください。該当するものをすべて選択してください

• ロケーションベース手法インベントリの比較可能性、関連性、有用性への悪影響への懸念

• この手法がもたらす行政・データ管理・監査上の課題が、報告者に過度の負担とコストを強いる懸念

• ロケーションベース手法排出係数階層において最も精密な空間境界である「ローカル境界」が狭すぎるため、
利用可能であっても要求すべきでないという懸念

• 入手可能な係数は入手困難な選択肢よりも精度が低い可能性があり、排出量報告データの一次利用者は最も代
表性の高い係数を期待する可能性がある

• インベントリ精度への実質的な差異は、コストを正当化するほど小さすぎる

• データセットの更新頻度（時間単位/月単位）や代表性に関する懸念

• その他（ご記入ください）

48. ご懸念事項や支持しない理由（該当する場合）に関する追加コメントをご記入ください。

49. 貴地域の義務的または任意の報告要件との整合性に関する懸念または支持については、プログラム要件の具
体例と、これらの変更が整合性に与える影響を記載してください。

50. 排出係数が利用可能であっても、最も精密な空間境界（地域境界）が要求するには細かすぎるという懸念が
ある場合、その理由を説明し、この細かさでの報告が「任意」「推奨」「禁止」のどの要件であるべきかを特定
してください。

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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45ロケーションベース手法：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 51-55

51. 入手可能な係数を選択することで、より正確な「入手不可」係数よりも精度や意思決定有用性が低下する懸
念がある場合、入手不可係数の使用が求められる条件（例：実質的差異の閾値、投資家関連性）と必要な透明性
/保証（公開手法、QA/QC、独立保証）を記述してください。コスト/労力への影響も併せて記載してください

52. GHGプロトコルを利用する外部プログラムは、実現可能性を考慮しつつロケーションベース手法結果の精度
と比較可能性の向上を概ね支持している。実務における費用対効果を評価するため、主要な報告/監視環境につ
いて回答を求めます。投資家と保証のニーズを考慮した場合、提案されている位置情報ベース手法の改定は、作
成者にとっての追加コストと複雑さに対して、ユーザーにとっての意思決定有用性の程度をどのように変化させ
るか？  
・有意な改善なし（意思決定/解釈の変更は生じにくい）
・軽微な改善（認識できるが意思決定に影響しない）
・中程度の改善（一部の意思決定/評価を変更する可能性あり）
・大幅な改善（意思決定の基準値を変更する可能性が高い）
・不明/評価の根拠なし

53.質問52への回答に関する追加情報を提供してください

54.投資家と保証のニーズを考慮し、提案された場所に基づく改定は、ユーザーにとっての追加コストと複雑さに
対する情報の比較可能性をどのように変化させますか？  
・意味のある改善なし（意思決定・解釈の変更はほぼない）
・軽微な改善（認識できるが意思決定に影響を与える可能性は低い）
・中程度の改善（一部の意思決定/評価を変更する可能性あり）
・大幅な改善（意思決定の基準値を変更する可能性が高い）
・不明/評価の根拠なし

55.質問54への回答に関する追加情報を提供してください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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46ロケーションベース手法：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 56-59

56.質問52～55について、評価の根拠を提示してください  
・直接的な実証分析（例：時間単位の要因を用いたバックテスト）
・運用経験（例：時間単位ロケーションベース手法排出係数の適用）
・文献/ブリーフィングに基づく専門的判断
・一般的な認識（直接的な分析なし）
・回答を控えたい

57.以下の質問は、ロケーションベース手法報告における時間別データの入手可能性に関するものです。運用グリッド境
界レベル（提案されている場所ベース排出係数階層）において、負荷のうち時間単位排出係数が利用可能な割合は次の通
りです：  
・0%
・1～25%
・26～50%
・51–75%
・76–100%
・不明
・該当なし

58.質問57への回答に関する追加情報を提供してください

59.時間単位の活動データが利用可能な負荷の割合を示してください：（いずれか1つを選択） 
・0%
・1～25%
・26～50%
・51～75%
・76～100%
・不明
・該当なし

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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47ロケーションベース手法：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 60-62

60.質問57および59への回答に地理的差異が顕著に存在する場合（一部の地域では時間別排出係数と大量の時間
別活動データが存在する一方、他の地域では時間別活動データが最小限であるか時間別排出係数が存在しない場
合）の追加的な背景情報を記載してください 

61.実際の時間別活動データが入手できない場合、より精度の高いロケーションベース手法排出係数の使用を可能
とするため、提案された改定では、報告者が負荷プロファイルを用いて月次または年次負荷データから時間別
データを近似することを認めています。負荷プロファイルの使用は、現在の方法と比較して、ロケーションベー
ス手法インベントリの比較可能性、関連性、有用性にどのような影響を与えますか？潜在的な利点、制限事項、
および影響が異なる可能性のある条件について説明してください 

62.地域や企業規模を横断した実現可能性評価のため、人口統計セクションで示した視点（例：ご自身の役割、回
答組織の規模（小規模/中規模/大規模）、主要国）から回答してください。多国籍企業を代表する場合は、人口
統計で報告した主要国/事業体から回答してください（コメント欄に特定の事業部門/国を明記）。1～5の尺度で、
ロケーションベース手法への提案改定を実施するための追加的な作成者コスト/労力を示してください 

1 - 最小限の労力

2 - 低負担

3 - 中立的な労力

4 - 中程度の労力

5 - 高い労力

・該当なし（作成者ではない）

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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48ロケーションベース手法：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 63-66

63.コスト/労力の主な要因を選択してください。該当するものをすべて選択してください

・排出係数データへのアクセス権/権利

・時間単位の活動データの利用可能性/計測機器の導入状況

・ツール/IT統合またはデータパイプライン

・保証/内部統制の準備状況

・人員配置/キャパシティ/トレーニング

・契約/調達または予算サイクルの制約

・第三者機関による公表頻度（排出係数）

・複数管轄区域の複雑性（多数の電力系統/地域）

・政策・規制または商業条件

64.コスト/労力の主な要因について、追加の背景情報を提供してください

65.貴組織の文脈において、負担を最も軽減する2つの措置は？（最大2個選択）

・系統運用者による消費量ベース排出係数の標準化された公表

・メーターが利用できない場合の時間別活動データを近似するための負荷プロファイル階層/テンプレート

・段階的導入（段階的な発効日）

・排出係数データセットへのAPI/自動アクセス

・計算例と開示テンプレート

・推定値に対する保証のセーフハーバー

・その他（具体的に記載）

66.貴組織の文脈において負担軽減効果が最も大きい措置について、追加的な背景情報を提供してください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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49ロケーションベース手法：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 67-68

67.貴組織は、これらの提案された変更に基づく改定版スコープ2基準を、どの報告年度からGHGインベントリに
適用できる準備が整っていますか？ 

例：基準が2027年に公表された場合、2027年度インベントリは通常2028年に作成・報告されます：

･2027年度より早い時期（既に準拠済み）

･2027年度（2028年に作成）

･2028年度報告年（2029年にインベントリ作成）

･報告年度2029年（インベントリ作成は2030年）

･2030年度（2031年に作成）以降

･2030年度報告年より後

･該当なし

68.このタイムラインを短縮する方法に関する追加情報を提供し、地域またはセクター固有の状況を記載してくだ
さい

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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マーケットベース手法（Market-based method、
MBM）に関する改定
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51マーケットベース手法の改定の背景

◼ パブリックコンサルテーション資料では、同時同量、供給可能性の導入の目的・背景として以下の内容を主張
している

― 再生可能エネルギーが十分に存在しない時間帯や地域での発電を促す市場シグナルを生み出す

― エネルギー貯蔵、クリーンファーム電源、需要応答（demand response）などの技術への財務的インセン
ティブを創出し、脱炭素化を大規模に実現する

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

<翻訳>
電力は電力網上でほぼリアルタイムに生産・消費される。本提案の下で
は、発電量が消費に対応するほぼ同じ時間に発生する場合、発電事業者
固有の主張が最も正確となる。さらに、電力は国境と必ずしも一致しな
い別個の電力網で分配されている。したがって本提案のもとで正確性と
信頼性を維持するためには、発電事業者固有の主張は、同一電力網上の
資源、または送電により物理的に消費地点へ電力を届けることができる
電力網から調達される必要がある。
提案されている正確性の改善に加えて、本提案はスコープ2インベントリ
の結果と電力網における実際の排出量成果との整合性を高めることを目
的としている。現在の方法では、年間マッチングおよび広域的な地理区
分を用いているため、スコープ2排出量の報告された削減が、電力網全体
の排出削減に真に貢献する行動を一貫して反映しているとは限らない。
本提案の下では、時間単位および供給力に関する要件により、EAC（エ
ネルギー属性証書）の供給をより細かな時間帯と場所に区分することと
なり、再生可能エネルギーの生産がまだ豊富ではない場所や時間におい
て価格シグナルを生み出し得る。さらに、時間単位の価格シグナルは、
（エネルギー貯蔵、クリーン・ファーム電源、デマンドレスポンスなど
の）電力網の完全な脱炭素化に大規模に必要となるエネルギー技術に対
し、財政的インセンティブを創出し得る。

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 P29
“5.2 Rationale for market-based method updates”
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同時同量
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53品質基準の厳格化［同時同量・供給可能性］

◼ 現行基準では、排出係数を導く契約証書の品質基準（Quality Criteria）として

― 時間的な要件は「できるだけ近い」、地理的な要件は「同じ市場」と規定

◼ 改定後は、1時間同時同量の確保、および同一市場がより厳格に定義され同一市場境界外からの調達は供給可
能性の実証が求められる見通し（品質基準の厳格化）

*1:マーケットベース手法では契約証書から排出係数が導き出される。
契約証書には、エネルギー生産の属性が一体となったエネルギー売買、又は分離された属性訴求権に関する二当事者間契約の全てのタイプが含まれる。

（出所） GHGプロトコル「 Scope 2 Technical Working Group Meeting #15、#17資料」よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成 

【品質基準の改定案のサマリー】

⚫ 契約手段の品質基準を強化：

✓ 1時間同時同量（Hourly matching）

• 消費量が閾値以上で必須

• プロファイル（推定データ使用）が許容さ

れる

✓ 供給可能性（Deliverability）

• 同一市場境界内、または供給可能性を実証

する基準を満たすことを要求

【現行の基準（スコープ２ガイダンス）】

⚫ 企業は、マーケットベース手法の合計値に使用されるすべて

の契約手段が、表 7.1 に示された Scope 2 Quality Criteria 

を満たすことを必須とする（shall）

【Scope 2 Quality Criteria】

スコープ２算定のマーケットベース手法において用いられる全
ての契約証書*1は、以下でなければならない(shall)：

1. 発電された電力の単位に関連する直接的GHG 排出レー
トの属性を伝達すること

2. 発電された電力量に関連したGHG 排出レートの属性訴
求権を伝達する唯一の証書であること

3. 報告主体によって、又は報告者のために、追跡・償還
され、償却又は取消されること

4. 証書が適用されるエネルギー消費の時期にできるだけ
近い時期に発行されかつ償還されること

5. 報告主体の電力消費活動が存在し、かつ証書が適用さ
れる市場と同じ市場から調達されること

地理的なの要件は「同じ市
場」とのみ規定

時間的な要件は「できるだ
け近い」と規定

同一市場がより厳格に

定義される方向で改定
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54マーケットベース手法の計算

◼ 改定案では、スコープ2排出量の算定式を以下のように定義

― 1時間同時同量及び供給可能性の要件を満たす（Matched）な電力消費に限り、契約証書から導き出される排出係数（特定の
供給源の特性に基づく排出係数）を使用可能

― 同時同量または供給可能性の要件を満たさない（Unmatched）な電力消費は、残余ミックス*1を適用

⚫ 調達による削減効果を反映するには、条件を満たす非化石電源を利用する必要がある

– ただし、同時同量については、「電力消費量が一定以下の企業に対する要件免除」や「プロファイル（推定データの使
用）」が認められる改定案が提案されている

*1:契約証書が訴求/償却/取消された後に残った、特定の地理的境界内のエネルギー生産源、並びにGHG 排出量のような付随する属性のミックス。
残余ミックスは、契約証書を有しない事業者が、マーケット基準手法の計算に用いる排出係数を提供することが出来る。

（出所） GHGプロトコル 「Scope 2 Technical Working Group Meeting #13資料」よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成 

1時間同時同量と供給可能性を充足
→特定の供給源の特性に基づく排出係数を使用

1時間同時同量または供給可能性を非充足
→残余ミックス係数を使用

要件を満たす電力消費（Matched） 要件を満たさない電力消費（Unmatched）

標準供給サービス

（Standard Supply Service、SSS）

自発的な調達

（Voluntary Procurement）

SSS活動量（MWh）×

排出係数（kgCO2e/MWh）

自発的な調達の活動量（MWh）×

排出係数（kgCO2e/MWh）

+

+
要件を満たさない電力消費［活動量］（MWh）×

排出係数［残余ミックス］（kgCO2e/MWh）

残余ミックスで計算する調達

+

▍マーケットベース手法の計算方法
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55改定テキスト:同時同量

◼ マーケットベース手法で使用されるすべての契約上の証書はエネルギー消費と同一の時間に発行・償還される
ことを要求
― 契約証書及び消費データともに、最も精度の高いデータを使用することを要求
― 時間単位の契約証書や消費データ（活動量データ）が利用できない場合は、推計データの使用（プロファイ

ル）が許容される
― 免除要件も別途設定される

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

<翻訳>
基準4：時間的相関
マーケットベース手法によるスコープ2算定で使用されるすべての契
約上の証書は、当該証書が適用されるエネルギー消費と同一の時間
（同一の1時間単位）に発行および償還されなければならない
（shall）。ただし、[品質基準4の免除（Exemption to Quality 
Criteria 4）]に記載される特定のケースを除く。

時間的相関とは、排出係数が導かれるエネルギー供給と、その係数
が適用される消費との同時性（同時発生）を反映するものである。

マーケットベース手法で使用されるすべての契約上の証書は、利用可
能な最も高い精度のデータから導かれなければならない （契約上の
証書に関する時間データの階層で示されるとおり）。
時間単位の契約上の証書が利用できない場合、生産負荷プロファイ
ルを月次または年次の契約上の証書と組み合わせて、時間単位データ
を推定しなければならない 。ただし、[品質基準4の免除]に記載され
る特定のケースを除く。

契約上の証書を報告する際、報告主体は、利用可能な最も高い精度の
消費データを使用しなければならない（契約上の証書を照合するため
の活動データの時間的階層に示されるとおり）。
時間単位の消費データが利用できない場合、負荷プロファイルを使
用して時間単位の活動データを推定しなければならない。ただし、
[品質基準4の免除]に記載される特定のケースを除く。

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 P20
“5.1.1 Update to Scope 2 Quality Criteria 4”
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56同時同量：契約証書の時間粒度の階層案

◼ 契約証書の時間粒度の階層案としては下表が示される

― 利用可能なもので最も精度の高い方法が要求される

― 免除の閾値を超える企業については、「公開されている地域別の時間単位発電プロファイルと組み合わせた
月次または年次の契約上の証書（による時間別の排出係数の導出）」以上の精度が求められる

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

時間的粒度 導出元 適用対象 精度

時間単位

時間単位の契約上の証書

免除閾値を
超える電力消費

高い

同一の発電資産からの時間単位の発電計測データと組み合
わせた月次または年次の契約上の証書

設備固有の時間単位発電プロファイルと組み合わせた月次
または年次の契約上の証書

公開されている地域別の時間単位発電プロファイルと組み
合わせた月次または年次の契約上の証書

月次 月次の契約上の証書 免除閾値を
下回る電力消費年次 年次の契約上の証書 低い

下表は、「Public Consultation – Scope 2 P21 “Proposed hierarchy of temporal data for contractual instruments”」より作成
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57

データの粒度 消費データの導出元 適用対象 精度

時間単位

計測データ
主な時間単位計測データ

免除閾値を超え
る電力消費

高い

設備固有の負荷プロファイル
推定された設備固有の負荷プロファイルに基づいて算
定された施設全体の消費量

市場境界内で公的に入手可能な負荷プロファイル
一般的または顧客別の市場境界負荷プロファイルに基
づいて算定された市場境界全体の消費量

時間帯別平均
使用時間帯ごとの課金期間における総消費量を、各時
間帯の消費割合に応じてスケーリングし、その後、該
当する時間帯の総時間数で平均したもの

平均値
対応する期間における時間数で除算した総消費量（例
えば、年間総量を8,760時間で割って平均時間当たり負
荷を算定）

月次

月次請求書または計測データ

免除閾値を下回
る電力消費

平均値
年間総消費量を12か月で除算した値

年次 年次請求書または計測データ 低い

同時同量：消費データの時間粒度の階層案

◼ 消費データの時間粒度の階層案としては下表が示される

― 利用可能なもので最も精度の高い方法が要求される

― 時間単位の消費データの導出方法として、「対応する期間における時間数で除算する方法」も許容される

⚫ 年間の消費量を8760時間（24時間×365日）で除算し1時間あたりの消費量を導出方法も許容される

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

下表は、「Public Consultation – Scope 2 P21-22 “Proposed hierarchy of activity data for matching contractual instruments”」より作成
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58同時同量：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 69-70

セクション 5 を通してマーケットベース手法方式の変更に関するいくつかの質問に回答するためには、回答者は「時間単
位のマッチング（hourly matching）に対する免除」と具体的に何を意味するのかを知る必要があります。本コンサル
テーションプロセスを通じて免除の基準が策定されているため、免除を参照する質問に回答する際には、デフォルトの免
除条件を使用してください。
デフォルトの免除条件：供給可能な市場境界（deliverable market boundary）内で年間消費量が最大 [X] GWh/年である
企業は、その市場境界内のすべての事業について、基準 4 に対して月次または年次の会計区分を使用してよい。
このデフォルトを適用するには、以下を特定してください： 
事業地域における供給可能市場境界
• 米国以外の全地域については、「供給可能性実証のための提案手法」表で定義された供給可能市場境界を使用してくだ

さい 
• 米国において、供給可能市場境界が「供給可能性実証のための提案手法」表で未定義の場合、質問69のリストから希望

する市場境界を選択してください  
免除閾値（GWh単位） 
全回答者対象：質問70のリストから希望する免除閾値を選択してください
以降のセクションでは、供給可能市場境界および免除閾値に関する具体的な質問を行いますので、それらのセクションで
詳細なフィードバックを提出いただけます

69.米国での事業活動または経験がある場合は、米国における希望するデリバティブ市場境界を選択してください（選択
肢の参照先は「デリバビリティ実証のための提案手法」表を参照）：
• 米国環境保護庁排出量・発電資源統合データベース（eGRID）
• DOEニーズ調査地域（45V）
• 卸売市場/調整機関
• 米国での事業展開・経験なし

70.全回答者対象：各供給可能市場境界における優先免除閾値を選択してください 
･5 GWh
･10 GWh
･50 GWh

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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59同時同量：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 71-73

71.品質基準4の改定について、1～5の尺度で支持度を示してください。改定内容は、マーケットベース手法で使
用される全ての契約手段について、特定の免除事例を除き、当該手段が適用される電力消費と同じ時間帯に発
行・償還されることを義務付けるものです

1 - 支持しない 2 - やや支持しない 3 - 中立 4 - 概ね支持する 5 - 完全に支持する

72.支持の理由がある場合はご記入ください。該当するものをすべて選択してください

･マーケットベース手法の結果の正確性と科学的整合性を向上させる

･透明性を強化し、公的検証を支援する

･GHGプロトコルデータを使用する報告者間・枠組み間の比較可能性を高める

･系統運用をより適切に反映し、発電の誤配分（例：「夜間太陽光」）を低減

･主張を電力使用時間帯に整合させることで、グリーンウォッシング/タイムシフト主張のリスクを低減

･外部開示における意思決定有用性を向上させる

･再生可能エネルギーがまだ豊富でない時間帯や地域における価格シグナル創出を支援

･完全に脱炭素化されたグリッドに向けて規模拡大が必要となる技術の開発を加速させることに寄与する

･需要の柔軟性および蓄電による排出変動をより正確に反映できるようにする

･契約関係に関連するリスクと機会の評価を改善する

･その他（説明してください）

73.ご支持の理由についてコメントをお寄せください 

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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60同時同量：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 74-76

74.反対の懸念事項または理由があればご記入ください

• 時間単位でマッチしない投資が、Actions & Market Instrument TWG により開発中の枠組みに基づいてどのよ
うに会計処理・報告されるかを理解するために、さらなる情報が必要である

• 時間単位での対応は、必須の「shall」ではなく任意の「may」アプローチを採用すべきである

• 時間単位での対応は、義務的な「shall」ではなく推奨的な「should」アプローチを採用すべき

• マーケットベース手法インベントリの比較可能性、関連性、有用性への悪影響への懸念

• 時間単位契約商品を支えるインフラ（例：登録機関、取引所等）の整備には段階的導入では不十分であるとの
懸念

• このアプローチがもたらす管理・データ管理・監査上の課題が、報告者に不当な負担とコストを課す懸念

• 時間単位の照合を義務付けても、インベントリ精度に実質的な改善をもたらさない懸念

• 時間単位契約商品の義務化が、自発的クリーンエネルギー調達市場への国際的参加を阻害する懸念

• その他（ご説明ください）

75.ご懸念事項または支持しない理由についてコメントをご提供ください

76.負荷プロファイルは、時間単位の活動データや時間単位の契約手段を利用できない組織が、月次または年次
データから時間単位データを近似することを可能にします。負荷プロファイルの使用は、現在の慣行と比較して、
マーケットベース手法インベントリの比較可能性、関連性、有用性にどのような影響を与えますか？潜在的な利
点、制限、および影響が異なる可能性のある条件について説明してください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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61同時同量：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 77-78

以下の質問群（77-82）は、免除閾値を超えるサイトまたは事業部門に適用されます。セクション5.3.1で選択さ
れたデフォルトの免除条件を前提としてください

回答者：本項目は任意であり、主に実施労力と支出に関する直接的な知識を持つ報告者（または報告者/クライ
アントに代わって回答するサービスプロバイダー）を対象としています。特定の組織のスコープ2インベントリ
を作成または監督していない場合は、本項目をスキップするか、関連する部分のみ回答してください 

注：本セクションは管理上の実施（内部労力および外部サービス費用）に関するものです。時間単位のEAC/PPA
の調達価格差は含めないでください。これらは「マーケットベース手法更新に関する統合質問」セクションで扱
われます 

77.免除対象を除き、貴組織の総負荷のうち時間単位での対応が求められるおおよその割合は次の通りです：

・0%

・1–25%

・26～50%

・51～75%

・76～100%

・不明

78.提案されている時間単位マッチング要件の内部管理負担（人員/プロセス/統制）について、現在の年間マッチ
ング方式によるマーケットベース手法プロセスと比較した最善の見積もりをご記入ください。現在の負担レベル
を3とします  

1 - かなり少ない 2 - やや少ない 3 - 同じ 4 - 多い 5 - かなり多い

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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62同時同量：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 79-82

79.提案されている時間単位マッチング要件の外部サービスコスト（ベンダーへの現金支出、データ、保証）について、
年次マッチングを使用する現在のマーケットベース手法プロセスと比較した見積もりをご記入ください。3を現在の外部
コストとします  
1 - かなり少ない 2 - やや少ない 3 - 同じ 4 - 多い 5 - かなり多い

80. 実現可能性評価において主に依存すると予想される指標を選択してください：該当するものをすべて選択
・活動データ用負荷プロファイル（施設固有）
・活動データ負荷プロファイル（公益事業体/顧客区分別、または規制当局承認）
・活動データ用負荷プロファイル（時間帯別平均値）
・活動データ用負荷プロファイル（時間ごとの均一平均）
・契約文書用負荷プロファイル（同一生産資産）
・契約手段向け負荷プロファイル（施設固有）
・契約手段向け負荷プロファイル（地域公開情報）
・段階的導入
・レガシー条項

81.実現可能性措置適用後の内部作業負荷と外部サービスコストに影響を与える主な要因として想定されるものは何か：
該当するものをすべて選択 
・時間単位排出量取引（EAC）の登録/市場アクセス
・ベンダー/プラットフォームのアップグレードまたは新ツール
・データ統合（プロファイル、API）、システム構成
・保証/内部統制と証拠の追跡
・スタッフのキャパシティ/トレーニング
・時間単位の機器に関する契約/調達方法の変更
・計測/間隔データへのアクセス手配
・その他（具体的に記載）

82.質問77～81への回答に関する追加コメントがあればご記入ください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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64改定テキスト:供給可能性

◼ マーケットベース手法で使用されるすべての契約上の証書は需要側の負荷に供給可能とみなされる発電から供
給されることを要求

― 「供給可能性を実証するための方法論一覧」に示された方法論のいずれかを用いることを要求

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

<翻訳>
品質基準5 市場境界および供給可能性のための代替方法論：
マーケットベース法で使用されるすべての契約上の証書は、需要側負
荷に供給可能であるとみなされる発電から供給されるものでなければ
ならない。供給可能性は、「供給可能性を実証するための提案された
方法論一覧」に示された承認済みの方法論のいずれかを用いて実証さ
れなければならない。

この品質基準を満たすためには、以下の条件を満たす必要がある：
• 契約上の証書は、関連する属性が導かれる発電設備の地理的所在

を明確に開示しなければならない
• 発電または消費施設は、送電網への最初の接続点に所在するとみ

なされる
• 供給可能性は、承認済みの方法のいずれかを用いて実証されなけ

ればならない。

各承認済み方法論は、追加的な証拠を必要とせずに供給可能性を実
証するための十分な基盤として機能するものとする。より複雑また
は国境を越える供給取引に関する主張がある場合、企業は、物理的
供給または送電アクセスに関する価格指標を明示的に連携させる代
替方法論のいずれかを適用しなければならない

一貫して認知された証書の追跡および償還の仕組みが確立されてい
なければならず、これにより市場境界内または市場境界間における
温室効果ガス排出属性の二重計上を防止するものとする

＜原文＞P23 5.1.2 Update to Scope 2 Quality Criteria 5
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65供給可能性：供給可能性を実証するための方法論一覧

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

方法論 既述

市場境界：
需要が存在する市場と同
一の供給可能な市場境界
内に位置する発電施設か
ら得られる属性を使用す
ること。

価格ゾーン構造を採用する電力市場内に需要を有する企業は、当該市場が定義するゾーン価格境界を、その需要に対して電力が供給可能と
みなされる市場境界として使用しなければならない。この品質基準が適用される市場に以下が含まれる：
1. オーストラリアの全国電力市場/2. ブラジルの電力商業化会議所が運営する電力市場/3. 欧州送電系統運用者ネットワークが運営する電力市場/4. ロシアの
電力市場

カナダ、中国本土、または米国に需要を有する企業は、次のいずれかを市場境界として使用し、その範囲内で電力が当該需要に対して供給
可能であるとみなされる
5. カナダの場合：カナダ電力規制局によって定義される州および準州の電力系統
6. 中国本土の場合：次の範囲が適用される
内モンゴル電力会社の管轄地域/国家電網公司の6つの支社の管轄区域/中国南方電網の供給範囲
7. 米国の場合：系統(grid)の地域区分は、以下の情報源に基づき定義される
a. 米国環境保護庁の 排出・発電資源統合データベース（eGrid）/b. DOE Needs Study Regions（45V）/c. 卸売市場・バランシング・オーソリティ

8. アフリカ諸国の場合
アフリカ大陸に所在する企業は、可能であれば物理的な送電接続に基づいて供給可能性を実証することを優先すべきである。こうした実証
が困難な場合には、電力が供給可能であるとみなされる市場境界として、該当する地域電力プールの境界を使用することができる。物理的
な相互接続が限定的な場合もあるが、電力プールを統括する運営ガバナンス構造の存在が、供給可能性の目的においてこれらの電力市場を
統一的な単位として扱うことを裏付ける。複数の地域電力プールにまたがって活動する国では、需要所在地を含むいずれかの電力プールと
整合する形で報告を行うことができる。ただし、申請は一貫性をもって適用・開示されなければならない
認定された地域電力プール：東アフリカ電力プール/南アフリカ電力プール/西アフリカ電力プール/中央アフリカ電力プール/北アフリカ電力プール

9. その他の国・地域の場合
他の国または地域に需要を有する企業は、次のいずれかを市場境界として使用する。
当該国または地域の国境、または報告主体の需要が所在する広域同期系統（Wide-area synchronous grid）の範囲
これらのうち小さい方の範囲が、電力が供給可能であるとみなされる市場境界として適用される

代替的方法論1

隣接市場間の電力価格差
による余剰送電容量の実
証と組み合わせた属性

報告主体は、前述の市場境界のいずれかに所在する需要について、隣接し直接接続された市場内の発電設備からの電力供給を請求すること
ができる。この場合、発電および消費の双方の地点で時間別のノード別またはゾーン別限界電力価格が公表されており、報告主体が次のこ
とを実証できる必要がある。すなわち、請求対象の時間において、消費地点での平均価格が発電地点での平均価格の1.05倍未満であること

代替的方法論2

発電地点から消費地点ま
での物理的送電を実証す
る契約または市場手段と
組み合わせた属性

報告主体は、相互接続された送電系統内の任意の地点から供給される電力の消費を請求することができる。ただし、その場合、報告主体ま
たはその電力供給者に、発電地点から消費地点まで、関連するエネルギー属性を伴う電力を送電するために必要な送電容量を割り当てる排
他的権利が存在することを実証しなければならない。これらの権利は、規制上の慣行、契約、または市場手段によって割り当てられ、また
電力が供給されるすべての市場における送電運用者によって認識されている必要がある。さらに、請求を裏付けるために使用されるエネル
ギー属性追跡システムおよび基準は、すべての市場間で相互互換性を有し、認識されていなければならない。電力および属性の供給は、時
間単位またはそれより高い頻度で実証されなければならず、相殺する逆取引が存在しないことが条件である

TWG資料からの

アップデート

下表は、「Public Consultation – Scope 2 P23-24 “Proposed methodologies for demonstrating deliverability”」より作成
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66供給可能性 ：ゾーン別価格境界［Zonal pricing boundaryとBidding zone］

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」 「Scope 2 Technical Working Group Meeting #14資料」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

◼ TWGの資料では「Bidding zone」を市場境界とする考え方が示されていたが、パブリックコンサルテーション
用資料では「zonal pricing boundaries」という表現に更新されたものと思料（変更の背景は記載なし）

◼ 日本は「Zonal pricing boundaries」の基準が適用される市場として例示はされていない

― ただし、「供給可能性実証のための提案手法(Proposed methodologies for demonstrating deliverability)」に
記載されていない地域について、市場境界の例を問う設問が設けられている（設問91）

＜出所＞
Public Consultation – Scope 2 P24
“Proposed methodologies for demonstrating deliverability”

＜出所＞
Scope 2 Technical Working Group Meeting #14資料

＜翻訳＞
需要がゾーン別価格体系を採用する電力市場に所在する企業は、当該市場が定義
するゾーン別価格の境界を、電力が当該需要に対して供給可能とみなされる市場
境界として使用しなければならない。この基準が適用される市場には以下が含ま
れる：
1.オーストラリアの National Electricity Market
2.ブラジルの Chamber of Electric Energy Commercialization によって運営される
電力市場
3.European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-
E) によって運営される電力市場
4.ロシアの電力市場
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67供給可能性 ：広域同期系統（Wide-area synchronous grid）を市場境界とする方法論

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

◼ パブリックコンサルテーション用資料では、「広域同期系統を市場境界とする考え方」が明示された

― ただし同資料には、「広域同期系統」の定義について詳しい記載はない

◼ 「供給可能性実証のための提案手法(Proposed methodologies for demonstrating deliverability)」表に記載さ
れていない地域について、市場境界の例を問う設問が設けられている（設問91）

＜翻訳＞
9. 他の国または地域に需要が所在する企業は、当該国また
は地域の国境、もしくは報告主体の需要が所在する広域同
期系統のいずれか小さい方を、市場境界として使用しなけ
ればならない。これは、電力が当該需要に対して供給可能
とみなされる境界である。

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 P24
“Proposed methodologies for demonstrating deliverability”
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68供給可能性：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 83-85 

83.スコープ2品質基準5の更新

1～5の尺度で、スコープ2品質基準5の更新をどの程度支持しますか？この更新では、マーケットベース手法で使
用される全ての契約手段について、報告主体の電力消費事業が所在し当該手段が適用される同一の市場境界から
調達されることまたは報告主体の電力消費事業への供給可能性を実証すると認められる基準を満たすことを要求
します 

1 - 支持しない 2 - やや支持する 3 - 中立 4 - 概ね支持する 5 - 完全に支持する

84.支持理由がある場合はご提示ください。該当するものをすべて選択してください

・マーケットベース手法結果の正確性と科学的整合性を向上させる

・透明性と公的検証可能性の強化

・GHGプロトコルデータを使用する報告主体間および枠組み間の比較可能性を高める

・外部開示における意思決定有用性の向上

・電力系統運用をより適切に反映し、誤配分を低減する

・組織が定義された供給可能市場の境界外で供給可能性を実証するための十分な柔軟性のある選択肢を提供する

・定義された市場境界は、貴組織が契約手段の調達に既に使用している境界を反映している

・提案された地域別市場境界が、当該地域の供給能力を正確に反映していることに同意する

・定義された市場境界が、貴組織の地域における義務的または任意の報告要件と整合していることに同意します

・契約関係に関連するリスクと機会の評価を改善します

・再生可能エネルギーがまだ豊富でない時期や地域における価格シグナルの創出を支援します

・その他（説明してください）

85. 選択した支持理由に関するコメントをご記入ください 

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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69供給可能性：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 86-87 

86.懸念事項または支持しない理由がある場合は、その理由を記入してください。該当するものをすべて選択して
ください

• 提案されている供給可能性要件は、GHGプロトコル原則との整合性を向上させていない

• 市場範囲の狭小化により、再生可能エネルギー開発が最大の脱炭素効果をもたらす分野への企業投資が制限さ
れる懸念

• 市場範囲の狭小化により、長期契約（PPA）からスポット購入（分離型認証）への移行が促される懸念

• 達成可能な市場範囲内での契約手段の調達については、義務的な「shall」ではなく任意の「may」アプローチ
を採用すべきである

• 供給可能な市場境界内での契約手段の調達については、義務的な「shall」ではなく推奨的な「should」アプ
ローチを採用すべきである

• 定義された市場境界が、当該地域の義務的または自主的報告要件と整合しない懸念

• 原則として供給可能性を支持するが、提案されている当地域の市場境界は供給可能性を反映していない

• 市場境界は電力セクターの地理的境界として定義すべきであり、国家境界と一致し、特定の状況下では多国間
境界とも整合させるべきである

• 調達オプションが不足している市場では、供給可能な市場境界内でのマッチング免除を認めるべきである

• その他（説明してください）

87. 支持しない理由として選択した項目について、コメントをご記入ください 

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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70供給可能性：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 88-91 

ご自身が事業展開または経験のある地域について、以下の質問88～91にお答えください。
88.米国において、以下の市場境界のうち、供給可能性の原則を最も適切に維持し、意思決定基準に沿うものはど
れか？（これらの選択肢に関する参照は「供給可能性を実証するための提案手法」表を参照のこと）：
・(a)米国環境保護庁排出量・発電資源統合データベース（eGRID）
・(b)エネルギー省ニーズ調査地域（45V）
・(c)卸売市場/調整機関
・不明
・その他

89.質問88で(a)、(b)または(c)を選択した場合、この選択肢がマーケットベース手法の実現可能性の原則を最も適
切に維持し、完全性、影響、実現可能性のバランスを保つ理由を説明してください。また、他の選択肢を適用す
る際の相対的な実現可能性に関する課題についてのコメントも提供してください

90.「供給可能性実証のための提案手法：供給可能市場境界」表で特定された供給可能市場境界（米国外）につい
て、以下の点に関するコメントを提出してください：  
• 当該地域における電力の供給可能性を適切に反映しているか 
• 当該地域の義務的または任意的報告要件と整合しているか（プログラム要件の具体例と、本変更案が整合性に

与える影響を提示のこと） 
• 地域固有の実現可能性上の課題を引き起こす可能性はあるか（具体的な事例を提示） 
• 「供給可能性の証明方法案：供給可能市場境界」表で特定されたものとは異なる供給可能市場境界を希望する

場合は、その境界を記述してください 
ご意見において、ご参照の地域を明確にご指定ください  

91.「供給可能性実証のための提案手法：供給可能市場境界」表に記載されていない地域については、供給可能性
の原則を遵守し、マーケットベース手法の完全性・影響・実現可能性のバランスを保つ市場境界の例を示してく
ださい

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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71供給可能性：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 92-94 

以下の質問は、供給可能な市場境界を使用する要件が、実現可能性措置（例：段階的な導入タイミングやレガ
シー条項）を適用した後の現在の マーケットベース手法 実務と比較して、あなたの業務負荷および実施コスト
をどのように変化させるかに関するものです。供給可能な市場境界要件そのものに関してのみ回答してください。
マーケットベース方式全体の変更が実現可能性に与える影響は、「マーケットベース手法 の更新に関する統合質
問」セクションで評価されます。また、セクション 5.3.1 で選択されたデフォルトの免除条件を前提としてくだ
さい
注： このセクションは、管理上の実施（内部の労力および外部サービスコスト）に関するものです。EACs/PPA 
の調達価格差は含めないでください。それらはセクション 5.4 の「マーケットベース手法 統合質問」で扱われま
す。
誰が回答すべきか：この項目は任意であり、主に特定の報告者（または報告者／クライアントを代表し、実施の
労力および支出について直接の知識を有するサービス提供者）を対象としています。あなたが特定の組織の 
scope 2 インベントリを準備または監督していない場合、この項目はスキップするか、直接経験のある箇所だけ
を回答しても構いません

92.提案された達成要件に関連する内部管理業務（人員/プロセス/統制）の予想される負担を、現在のマーケット
ベース手法プロセスと比較し、広範な市場境界を用いて推定してください。3を現在の負担レベルと仮定します 
1 - かなり少ない   2 - やや少ない   3 - 同じ   4 - 多い  5 - かなり多い

93. 提案された供給可能性要件の予想される外部サービスコスト（ベンダーへの現金支出、データ、保証）を、
広範な市場境界を用いた現在のマーケットベース手法プロセスと比較して見積もってください。3を現在の外部
コストとします  
1 - 大幅に少ない 2 - やや少ない 3 - 同じ 4 - 多い 5 - 大分多い

94. 供給可能な市場境界を使用して報告する際に、依存すると予想される実現可能性の測定基準はどれですか：
該当するものをすべて選択してください
・段階的導入
・レガシー条項

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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72供給可能性：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 95-96

95.実現可能性対策適用後の内部作業負荷と外部サービスコストに影響する主な要因として想定される（該当する
ものをすべて選択）

・供給可能な市場境界に整合したEAC/レジストリのデータアクセス権限

・ベンダー/プラットフォームのアップグレードまたは新ツールの導入

・データ統合（プロファイル、API）、システム構成

・保証/内部統制と証拠の追跡

・スタッフの人員体制/研修

・供給可能な市場境界内の契約手段に関する契約/調達変更

・供給可能市場境界に適合するよう設定された計測/活動データ報告

・その他（具体的に記載）

96.質問92～95への回答に関する追加コメントがあればご記入ください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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標準供給サービス
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74標準供給サービス（SSS）に関する改定案

（出所） GHGプロトコル 「Scope 2 Technical Working Group Meeting #13、#16資料」等よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成 

◼ 標準供給サービス（Standard Supply Service、SSS）に関する改定案は、公的支援を受けた非化石電源や、企

業の自発的な意思決定を伴わず供給されるデフォルトの非化石電源を公平に分配することを目的に検討

◼ この改定により、上記に分類される非化石電源の主張の上限値が制限される

◼ SSSに関する改定案の概要は以下の通り

― SSSは「公益的に支援された電力供給、または、デフォルトの電力供給が含まれる」と定義され、GHGプロ

トコル事務局の公表した資料では、以下がSSSとして例示されている

⚫ ユーティリティによるデフォルトサービス

⚫ 政府が義務付けるクリーンエネルギープログラム

⚫ 公共サービスの下で運営される公営設備

― SSSに含まれる非化石電源の主張は、特定の1社が平均シェアを超えて主張ができないようにするため以下

制限が加えられる改定案が検討されている

⚫ 報告企業は自身の比例配分シェア（pro-rata share、平均的なシェア）まで主張することができる

⚫ 報告企業が比例配分シェアの主張をオプトアウト（放棄）した場合も、その発電分は他者による主張の対象外となる（他社

が主張を放棄したSSSに含まれる非化石電源を、自社の自発的な調達として主張できない）
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75標準供給サービス（SSS）の導入の背景：パブリックコンサルテーション用資料の記載

◼ SSSに関する新ガイダンスは、公共資金によって支えられる、義務付けられた、あるいは共有された資源
（例：デフォルトの公益事業サービスまたは政府のクリーンエネルギー・プログラムを通じて提供されるも
の）からの電力の扱い方について、世界的に適用可能なルールを提供することを目的とする

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

<翻訳>
5.1.3 Standard Supply Service（SSS）に関する新たなガイダンス
提案されている Standard Supply Service（SSS）に関する新ガイダ
ンスは、元の Scope 2 ガイダンスに導入された概念を発展させ、形
式化するものであり、公共資金によって支えられる、義務付けられ
た、あるいは共有された資源（例：デフォルトの公益事業サービス
または政府のクリーンエネルギー・プログラムを通じて提供される
もの）からの電力の扱い方について、世界的に適用可能なルールを
提供することを目的としている。
このアプローチは、企業が共有または公的支援を受けた資源からの
電力をどのように計上すべきかを明確化しつつ、各顧客が自らの正
当な分のみを請求することを保証するものである。複数の顧客がこ
れらの資源に財政的に貢献しているため、SSS は各報告主体が電力
量に基づく公正な比例配分分のみを請求できるようにすることを目
指している。もし報告主体が自らの持分を請求しないことを選択し
た場合、その部分は他の報告主体による請求を裏付けるために移転
または利用されてはならず、過大または重複した報告の防止に役立
つ。
例として、供給可能な電力の 20% が SSS に含まれるクリーンエネ
ルギー資源に由来する地域に所在する報告組織を考える。マーケッ
トベース方式でゼロの Scope 2 排出量を請求するためには、この組
織は消費量の 20% をゼロ排出量の電力として請求できるが、残りの 
80% についてはクリーンエネルギー資源から契約上の手段を調達す
る必要がある。自主的な契約手段と SSS 契約手段のどちらも、更新
された Scope 2 の品質基準に適合していなければならない。

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 P25
“5.1.3 New guidance for Standard Supply Service (SSS)”
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76改定テキスト:標準供給サービス（SSS）

◼ パブリックコンサルテーション用資料では、SSS資源特徴を、「供給事業者または公益事業体の顧客と、電力
および/または発電資源由来の契約上の証書との間に追跡可能かつ義務的な財務関係が存在すること」と説明

◼ 日本におけるFIT制度が、SSSの一つである政府が義務付けるクリーンエネルギー調達プログラムに該当するこ
とが明記された

◼ パブリックコンサルテーション用資料に、SSS配分の計算例等の記載は見当たらない

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ
＆テクノロジーズ作成

<翻訳>
標準供給サービス（Standard Supply Service）
標準供給サービス（SSS）の排出係数は、消費者との間に追跡可能かつ義務的な財務関
係を有する資源に関連する直接的な温室効果ガス排出率を反映しなければならない

SSS資源の決定的な特徴は、供給事業者または公益事業体の顧客と、電力および/または
供給に用いられる発電資源（炭素を含まない資源および化石燃料資源の双方を含む）由来
の契約上の証書との間に追跡可能かつ義務的な財務関係が存在することである。SSSの指
定の目的は、これらの資源を顧客間で公正に配分することにより、SSS資源に関する請
求を行わない顧客が、報告企業によるSSS資源の請求行為によって不利益を被らないよ
うにすることにある。顧客と電力供給および/または契約上の証書との間に財務関係が存
在し、SSSとして指定される事例の例は以下のとおりである。
• 規制された費用回収（regulated cost recovery）の対象となる供給または施設であり、

特定の供給地域における標準サービス（default service）の一部として、独占的供給
者（monopoly supplier）から提供されるもの。ただし、特定資源ベースの供給商品
（例：グリーンタリフ）には該当しない。

• 政府が義務づけるクリーンエネルギー調達プログラムに準拠して、供給負荷のために
証書を調達する競争的または規制された供給事業者。このようなプログラムの例とし
ては、再生可能エネルギー基準（Renewable Portfolio Standards, RPS）、クリーン
エネルギー基準（Clean Energy Standards, CES）、および米国の州レベル電力供給
に適用される原子力支援政策、あるいは日本などの国における固定価格買取制度
（Feed-in Tariff, FIT）などが含まれる。

• 政府が過半の所有権を有する公営施設であり、公共サービス義務（public service 
obligation）または同様の規制枠組みの下で国内向け電力供給に従事するもの。ただ
し、これは競争的な公開入札プロセスを通じて開発された新規資源を含まず、政府所
有の事業体が、民間事業者に等しく利用可能な規制上の優遇措置や費用回収を受けな
い場合を除外する。

※ ステークホルダーに対しては、「独占的供給者（monopoly supplier）」の定義につ
いて第5.3.3節で意見を求めている。
たとえば、独占的供給者とは、垂直統合された投資家所有の公益事業体や、特定の供給
地域において他の供給者が存在しない状況で運営する政府機関である可能性がある。ま
た、再編された市場においては、特定の電力供給および/または契約上の投資調達が、規
制された費用回収の対象外または転嫁不可能な形態に置かれている配電事業体である場
合も含まれる。

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 P26
“5.1.3 New guidance for Standard Supply Service (SSS)”
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77標準供給サービス：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 97-101

97.標準供給サービス（SSS）に関する新たなガイダンス

1～5の尺度で、標準供給サービス（SSS）に関する新たなガイダンスおよび報告主体がSSSの持分比率を超える
請求を行ってはならないという要件をどの程度支持しますか 

1 - 支持しない 2 - やや支持する 3 - 中立 4 - 概ね支持する 5 - 完全に支持する

98.支持の理由がある場合はご記入ください。該当するものをすべて選択してください

・SSSリソースが全消費者に公平に配分されることを確保し、特定組織による調達を防止する

・処理順序を明確化し、組織がまずSSSを請求した後に任意調達を行えるようにする

・異なる市場構造における共有供給の統一的な取り扱いを支援する

・SSSの属性の二重計上を回避し、マーケットベースの会計の完全性を保護する

・その他（説明してください）

99.選択した支持理由に関するコメントをご記入ください  

100.懸念事項または支持しない理由をすべて選択してください

・SSSに該当する資源の顧客への配分方法は市場が自律的に決定すべきである

・地域的な適用上の課題への懸念

・部分的な補助金がSSS分類に与える影響が不明確

・SSSの規則・定義が不明確である

・すべての契約手段が自主調達対象となるべきである

・その他（説明してください）

101. 支持しない理由として選択された項目について、コメントをご提供ください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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78標準供給サービス：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 102-105

102.貴地域において、SSSの例示に明確に該当しないものの、本枠組み下で全顧客に配分すべき資源は存在しま
すか？該当する場合、各事例と説明を提示してください 

103.貴地域において、SSSの定義例に該当するものの、本枠組み下で全顧客に配分すべきでない資源は存在しま
すか？該当する場合、各事例と説明を提示してください  

104.提案されているSSSの例には「特定のサービスエリアにおけるデフォルトサービスの一環として独占供給事
業者から規制された費用回収の対象となる施設および/または供給であり、特定資源向け供給事業者製品（例：
グリーン電力料金）の一部ではないもの」が含まれます。この文脈において、独占供給事業者には以下を含める
べきですか：該当するものをすべて選択してください

・垂直統合型の投資家が所有する公益事業体

・供給事業者選択権のないサービス区域で事業を行う政府機関

・特定電力供給および/または契約手段の購入が回避不能な規制コスト回収の対象となる再編市場における配電
事業者

・その他（説明してください）

・不明

105.質問104への回答に関する追加コメントがあればご記入ください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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79標準供給サービス：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 107-112

107. 電力供給事業者からSSSデータが提供されず、かつ第三者レジストリも利用できない場合、特定の資源を自
動的にSSSとして認定するデフォルトオプションを支持しますか？
・はい
・いいえ
・わからない

108. 質問107に「いいえ」と回答した場合、デフォルトオプションを支持しない理由について追加コメントを記
入してください

109. 質問107に「はい」と回答した場合、資源をSSSとして指定する方法として、以下の基準のうちどれを支持
しますか。該当するものをすべて選択してください
・プロジェクトの経過年数
・技術または燃料の種類
・プロジェクト所有権（例：政府所有プロジェクト）
・コンプライアンス登録簿で追跡されているプロジェクト
・上記基準の組み合わせ
・その他（具体的にご記入ください）

110.「その他」を選択された場合は、追加のフィードバックをご提供ください。

111.SSSが地域間で均一に利用できない場合、スコープ2のマーケットベース手法報告の比較可能性にどのような
影響がありますか？不整合を軽減する暫定的な解決策や開示方法はありますか？ 

112.SSSに関する追加のフィードバックがあればご提供ください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成



© 2025  Mizuho Research & Technologies, Ltd.

残余ミックスの定義更新

80



メイン

メイン

セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

81改定後の残余ミックスの定義

◼ 改定案では、自発的な購入（voluntary purchases）に加え、標準供給サービス（Standard Supply Service＝
SSS）についても残余ミックスの算定から除外することがされた

― 残余ミックスは、品質基準を満たさない契約証書によってカバーされる電力使用に適用される

― 残余ミックス係数については、1時間同時同量を要求しない

◼ なお、現行基準の残余ミックスの定義は以下の通り

― 契約証書が訴求/償却/取消された後に残った、特定の地理的境界内のエネルギー生産源、並びにGHG 排出
量のような付随する属性のミックス。 残余ミックスは、契約証書を有しない事業者が、マーケット基準手法
の計算に用いる排出係数を提供することが出来る

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」「Scope2 Guidance」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

<翻訳>
5.1.4 改定後の 残余ミックス排出係数の定義
残余ミックス排出係数は、品質基準（Quality Criteria）を満たす契
約上の証書によってカバーされない電力使用に対して適用されるデ
フォルト値を反映する。提案された改定定義では、標準供給サービ
スを、任意で請求された契約上の証書とともに、残余ミックスから
除外することが規定されている。本改定案は、残余ミックス排出
係数が関連する市場境界において可能な限り高い時間的精度を反
映すべきであることを明確にしつつも、時間単位での一致（hourly 
matching）までは要求しない ことを明示するものである。

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 P27
“5.1.4 Updated definition of residual mix emission factors”
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82（参考）残余ミックス係数は同時同量の適用対象外

◼ 残余ミックス係数は同時同量、供給可能性の要件等を満たさない電力使用量に対して適用されることから、残

余ミックス係数を用いた排出量算定においては同時同量（時間単位のマッチング）は要求されない

（出所） GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」、 「Scope 2 Technical Working Group Meeting #13資料」等よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成 

▍マーケットベース手法の計算方法

1時間同時同量と供給可能性を充足
→特定の供給源の特性に基づく排出係数を使用

1時間同時同量または供給可能性を非充足
→残余ミックス係数を使用

要件を満たす電力消費（Matched） 要件を満たさない電力消費（Unmatched）

標準供給サービス

（Standard Supply Service、SSS）

自発調達

（Voluntary Procurement）

SSS活動量（MWh）×

排出係数（kgCO2e/MWh）

自発調達の活動量（MWh）×

排出係数（kgCO2e/MWh）

+

+
要件を満たさない電力消費［活動量］（MWh）×

排出係数［残余ミックス］（kgCO2e/MWh）

残余ミックスで計算する調達

+
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83改定テキスト:残余ミックスの定義更新

◼ 残余ミックスには、任意請求（voluntary claims）と標準供給サービスによって割り当て済みの発電分は含ま
れない旨明記

◼ 可能な場合、全発電追跡システムや輸出入や契約配分の考慮する送電運用者データに基づく算定が望ましいと
されている

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

<翻訳>
温室効果ガス排出率の請求の二重計上を防止するために、マーケットベー
ス手法は、品質基準を満たす契約上の証書でカバーされていないすべての
電力使用に対してデフォルト値を反映する排出係数を必要とする。
残余ミックスには、すでに任意請求（voluntary claims）または標準供給
サービスによって割り当て済みの発電分は含まれない。
残余ミックスの構成、データ境界、標準供給サービスとの相互関係に関
する追加要件は基準9（Criterion 9）で規定される。

基準9 残余ミックス（Criterion 9. Residual mix）
残余ミックス排出係数とは、関連する市場境界および時間区分内で、契約
上の証書による請求や標準供給サービスを通じた配分の対象とならない電
力のGHG排出強度を特徴づける係数である 。

残余ミックスの構成と境界
残余ミックスは、任意契約上の証書および公的に配分された標準供給
サービス資源が除外された後に、特定の市場境界内で未請求のまま残る
発電量を反映しなければならない（shall reflect）。 
可能な場合、残余ミックスのデータは、全発電追跡システム（all-
generation tracking systems）または、輸入・輸出・既知の契約配分を考
慮する送電運用者データ に基づくものとする。
残余ミックス排出係数は、関連市場境界において利用可能な最高の時間
的精度を反映すべきである（should reflect）。

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 P27 
“5.1.4 Updated definition of residual mix emission factors”
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84残余ミックスの定義更新：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 113-117

113.残留ミックス排出係数の更新定義 
1～5 の尺度で、契約手段によって請求されていない（voluntary purchases や Standard Supply Service 配分を含む）、
関連する市場境界および時間区分内の電力の温室効果ガス強度を反映するように更新された残余ミックス排出係数の定義
を支持しますか
1 - 支持しない 2 - やや支持する 3 - 中立 4 - 概ね支持する 5 - 完全に支持する

114.支持理由がある場合はご記入ください。該当するものをすべて選択してください
・残余ミックス排出係数の明確な定義を確立する
・マーケットベース報告の精度と関連性を向上させる
・マーケットベースの会計における属性の二重計上を回避し、その完全性を保護
・残余ミックス排出係数を算出すべき市場境界を明確化する
・組織や地域を超えた比較可能性と透明性を向上させる
・契約手段の自主的調達を促進する
・時間単位の残余ミックス排出係数を利用できない報告者向けの選択肢を提供する
・その他（説明してください）

115. 選択した支持理由に関するコメントを記載してください  

116.懸念事項または支持しない理由がある場合は、その理由を記載してください
該当するものをすべて選択してください
・市場境界ごとに残余ミックス排出係数の算出を義務付けることで残余ミックス排出係数の入手可能性がさらに低下する
・報告者が同一の市場境界内で異なる時間精度の残余ミックス排出係数を使用することを許可すると、比較可能性に悪影
響を及ぼす
・残余ミックス排出係数の算出に使用する市場境界は、電力セクターの地理的境界として定義すべきであり、これは国家
境界、および特定の状況下では多国間境界と整合する
・残余ミックス排出係数に標準供給サービスを含めるか否かは市場が自己決定すべきである
・残余ミックス排出係数の算出における行政的複雑性を増大させる
・その他（説明してください）

117. 支持しない理由として選択した項目について、コメントを提出してください 

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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85残余ミックスの定義更新：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 118-121

以下の質問は、世界市場における残余ミックス排出係数データの入手可能性に関するものです 
回答対象者：直接的な運用知識を有する回答者（ユーザー、事業者、ベンダー、監査人）：熟知している最大3つの登録
機関/市場について回答してください

118.対象地域/市場において、認証制度/登録機関/データ提供者は、供給可能な市場境界内で残余ミックス排出係数を公
表できる状態にどの程度近づいていますか？（米国については、セクション5.3.1質問69で示した優先供給可能市場境界に
基づき回答してください）
1全く準備が整っていない/2ある程度準備できている/3 中立/4 ほぼ準備完了/5 ほぼ準備完了/評価の根拠が不十分

119. 短評（任意・100語以内）：ご意見として、既に機能している地域と機能していない地域を挙げてください。 

120.現在の進捗状況に基づき、「準備完了」（スコア4～5）に到達するまでの予想リードタイムを以下から選択してくだ
さい： 
・12ヶ月未満
・12～24ヶ月
・24～36ヶ月
・36ヶ月超
・不明

121.投資・調整が加速した場合の「準備完了」（スコア4-5）到達までの予想リードタイムを以下から選択してくださ
い：  
・12ヶ月未満
・12～24ヶ月
・24～36ヶ月
・36ヶ月超
・不明

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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86残余ミックスの定義更新：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 122-123

122.評価の根拠を説明してください：

・公開ロードマップ/ドキュメント

・運用者/ベンダーのコミットメント

・パイロット/本番環境での使用

・専門的判断

・その他（具体的に記載）

123.残余ミックス排出係数に関する追加のフィードバックがあればご提供ください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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残余ミックスが利用できない場合の算定
（化石燃料ベース排出係数の使用）
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88改定テキスト:残余ミックスが利用できない場合の算定

◼ 残余ミックスが利用できない場合は、市場境界内の発電を反映した化石燃料ベースの排出係数の使用を要求

◼ 市場境界内の化石燃料ベースの排出係数の使用できない場合は、権威ある情報源からのデフォルトの化石燃料
排出係数を使用する

― デフォルトの化石燃料係数を算定する場合は

⚫ 市場境界内で電力発電に最も一般的に使用される化石燃料を反映する値を使用

⚫ 明確な情報が入手できない場合は保守的なデフォルト値（例えば石炭・石油）を使用

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

<翻訳>
残余ミックスが利用できない場合、報告組織は、関連する市場境界内の発
電を反映した化石燃料ベースの排出係数を使用しなければならない。

化石燃料ベースの排出係数は、当該市場境界で利用可能な最高の時間的精
度を反映すべきである（should reflect）。

そのような化石燃料ベース排出係数が利用できない場合、報告者は、権威
ある情報源からのデフォルトの化石燃料排出係数を使用しなければならな
い（shall use）。たとえば、IPCCや政府公表値（石炭、ガス、その他の
化石燃料発電に基づく排出係数）などが該当する。一方で、一般的なロ
ケーションベース平均系統排出係数（generic location-based average 
grid emission factors）は使用してはならない（shall not be used）。

デフォルトの化石燃料ベース排出係数を選定する際、報告者は、当該市場
境界内において追跡されていない電力発電に最も一般的に使用される化石
燃料を合理的に反映する値を使用すべき である。この判断にあたっては、
次のような情報を考慮してもよい：
国または地域の電力発電プロファイル
過去の燃料構成データ（historical fuel mix data）
送電運用者による開示情報（grid operator disclosures）
明確な情報が入手できない場合、報告者は最も保守的（most 
conservative）な適用可能デフォルト値（たとえば石炭または石油など）
を使用すべきであり、最も排出量が少ない選択肢を使用してはならない。 

＜原文＞
Public Consultation – Scope 2 P28 
“5.1.5 Provide new requirement for use of fossil-based emission 
factors”
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89残余ミックスが整備されていない場合の影響

◼ 更新後の残余ミックスに適合した係数の公表が行われないエリアでは、化石燃料ベースの排出係数を適用するこ

とになるが、本来あるべき残余ミックスよりも排出係数が大きくなる可能性がある

電源 電力量 証書発行量 証書償却量 残余ミックスの電源構成 排出係数
(t-CO2/MWh)

排出量
(t-CO2)

石炭 200MWh 無し 200MWh…① 22.2% 0.8 160…④

ガス 300MWh 無し 300MWh…② 33.3% 0.4 120…⑤

原子力 350MWh 無し 350MWh 38.9% 0.0 0

太陽光 100MWh 100MWh 50MWh 50MWh 5.6% 0.0 0

風力 50MWh 50MWh 50MWh 0MWh 0% 0.0 0

合計 1,000MWh 150MWh 100MWh 900MWh…③ 100% - 280…⑥

残余ミックス＝  ③280t-CO2÷⑥900MWh=0.31t-CO2/MWh

化石燃料平均＝（④160t-CO2+⑤120t-CO2)÷（①200MWh+②300MWh)=0.56t-CO2/MWh

残余ミックスと化石燃料ベース（平均）の排出係数の計算例（現行の規定を前提とした場合）

（出所）GHGプロトコル「Scope2 Guidance」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

証書発行済みの

電源も証書の未

償却分は残余

ミックスに含む

残余ミックスには含まれる原子力や証書未償却分の電力量が
考慮されないため、残余ミックス比排出係数が大きくなる
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90残余ミックスが利用できない場合の算定：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 124-128

124.1～5の尺度で、有効な契約文書でカバーされていない電力消費部分について、かつ残余ミックス排出係数が
利用できない場合、報告者が化石燃料ベースの排出係数を適用すべきとする要件をどの程度支持しますか？ 

1 - 支持しない 2 - やや支持する 3 - 中立 4 - 概ね支持する 5 - 完全に支持する

125.支持理由がある場合はご記入ください。該当するものをすべて選択

• 炭素フリー電力の二重計上リスクを低減し、マーケットベース手法の精度と科学的整合性の向上に寄与する

• 残余ミックス排出係数を利用できない報告者への選択肢を提供する

• より保守的な排出係数を代替案として使用することを義務付けることで、残余ミックス排出係数の開発と公表
を促進する

• その他（具体的にご記入ください）

126.選択した支持理由に関するコメントを記入してください

127.懸念事項または支持しない理由がある場合は、該当するものをすべて選択してください

• 化石燃料ベースの排出係数をデフォルトとするのは過度に保守的であり、実際の排出量を過大評価する可能性
がある

• 制度的または地域的な制約により残余ミックスデータにアクセスできない組織が不均衡な影響を受ける可能性
がある

• 残余ミックスデータにアクセス可能な組織と不可能な組織間の比較可能性を損なう

• マーケットベース手法の定義および/または目的と整合しない

• その他（具体的にご記入ください）

128. 支持しない理由として選択した項目について、コメントを提出してください 

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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91残余ミックスが利用できない場合の算定：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 129

129.残余ミックス排出係数が利用できない場合に化石燃料ベースの排出係数を適用する要件について、世界的に
利用可能な残余ミックス排出係数データのレベルが異なることを踏まえ、グローバルな公平性の考慮を組み込む
べきかどうかについてご意見をお聞かせください。組み込む場合、どのようにすべきでしょうか？

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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マーケットベース手法の更新に関する実現可能性措置
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93実現可能性措置の概要

◼ 改定後の報告ルールの実現可能性を高めるための措置が提案されている

― 同時同量におけるプロファイル（推定データ使用）を許容や免除の閾値の設定、基準発行後複数年かけた段
階的導入、実行済みの投資を評価するためのレガシー条項の設定が提案されている

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

概要

背景・目的

報告組織がマーケットベース手法の改定に対応できるようにするために、いくつかの実現可能な選択肢が提案。これ
には、負荷プロファイル、同時同量免除の閾値、レガシー条項が含まれ、温室効果ガス（GHG）プロトコルのガバナ
ンスプロセスおよび改定版GHGプロトコル基準を通じた複数年にわたる段階的導入期間を想定している。これらの措
置は、改定期間中に報告組織による円滑な導入を支援することを目的としている

プロファイル

負荷プロファイルは、活動データや時間ごとの契約使用量へのアクセスがない組織でも、月次または年次データから
時間的な電力需要パターンを推定できるようにする。
これらの負荷プロファイルは、特定の一日の時間帯や季節に基づく電力需要および電力強度の期待値を定義するため
に、電力会社や系統運用者が使用する。提案されている更新案では、報告組織がこれらの負荷プロファイルを使用で
きるようにしている。
負荷プロファイルは、業界固有のプロファイル、地域別のプロファイル、顧客クラス別プロファイル、時間帯別使用
パターンなど、1日を通じた平均値に基づくものなど、さまざまな形で導入される可能性がある。時間帯別の平均オ
プションは広く利用可能であり、より専門的なデータを必要としない。これにより、1日の電力使用プロファイルを
作成でき、負荷プロファイルを使用することで、時間単位でのマッチングが一時的に困難な場合でも、組織が報告を
継続できるよう支援することが可能になる。こうしたプロファイルの使用は、場所ごとの投資や資産を報告する必要
のある組織にとっても有用であり、時間データへのアクセスがあるか否かを問わず適用できる

段階的実施

GHGプロトコルのガバナンスプロセスおよび改定版Scope 2基準（2027年の採択を目標）の発行後、移行期間が設け
られる予定である。この移行期間中、データ提供者、公益事業者、サービス事業者は、新たな適応・開発・導入のた
めの時間を得ることができる。ロケーションベース手法およびマーケットベース手法の要件は、AMI補完的な対策や
その他の更新と連動した協調的なスケジュールで発効する予定である（コーポレートスタンダード、Scope 2、
Scope 3など）

同時同量を免除
する閾値

閾値は、時間単位のマッチング要件の下で、報告組織に免除を適用するための追加の仕組みとして検討されている。
現在の提案は、地域・国レベルの電力消費量に基づく閾値を考慮している。初期分析では、負荷しきい値の採用によ
り、電力需要の大部分が時間単位のマッチング要件の対象となる一方で、総電力のごく一部が免除対象となることが
示されている

レガシー条項 レガシー条項は、既存のScope 2会計ルールの下で実施された投資を評価するために検討中

下表は「Public Consultation – Scope 2 P28 “5.1.6 Feasibility measures for market-based method updates”」より作成
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94実現可能性措置：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 130

マーケットベース手法の更新に関する統合質問

以下の質問は、提案されているマーケットベース手法の改定案および実現可能性措置の全セットに関するもので
す。これには以下が含まれます：

•時間単位のマッチング要件 

•供給可能性要件 

•標準供給サービス 

•残余ミックス係数に関する更新ガイダンス 

•化石燃料ベース排出係数のデフォルト値 

•閾値免除 

•レガシー条項 

•段階的実施

質問への回答は、マーケットベース手法の改定の特定要素ではなく、これらの改定の組み合わせによる影響に焦
点を当てること。セクション5.3.1で選択されたデフォルト免除条件を前提とする

130.提案されている実現可能性措置（例：負荷プロファイルを用いたマッチング、時間単位マッチングの免除、
レガシー条項、段階的実施）は、提案されたマーケットベース手法の改定を大規模に実施する上で十分か？

1 - 不十分

2 - ある程度十分

3 - 十分

4 - かなり十分

5 - 非常に十分

・評価の根拠なし

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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95実現可能性措置：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 131-135

131.提案されたマーケットベース手法の改定を大規模に実施するために調整が必要な負荷プロファイルに関する
追加コメントを提出してください。変更がマーケットベース手法の正確性と完全性を損なうことなく実施を可能
にする方法を説明してください

132.提案されたマーケットベース手法の改定を大規模に実施するために調整が必要な段階的実施に関する追加コ
メントを提出してください。変更がマーケットベース手法の正確性と完全性を損なうことなく実施を可能にする
方法を説明してください

133.提案されたマーケットベース手法の改定を大規模に実施するために調整が必要なその他の実現可能性対策
（質問131-132に記載されていないもの）について、追加コメントを提出してください。なお、時間単位マッチ
ングの免除およびレガシー条項に関するコメントは、セクション6および7に記載してください 

134.GHGプロトコルの算定データに基づく、または使用するプログラムからのフィードバックは、実現可能性の
考慮事項とのバランスを取りつつ、マーケットベース手法の精度と比較可能性の改善を追求するものである。実
践における費用と労力に対する便益を評価するため、主な報告/監督環境について回答してください 

投資家および保証ニーズを考慮した場合、提案されているマーケットベース手法の改定は、作成者にとっての追
加コストと複雑さに対して、ユーザーにとって意思決定に有用な情報の程度をどのように変化させるか？ 

・実質的な改善なし（比較可能性/解釈に変化をもたらす可能性が低い）

・軽微な改善（認識できるが比較可能性は変化しない可能性が高い）

・中程度の改善（一部の比較可能性/評価に影響する可能性あり）

・大幅な改善（比較可能性の基準値を変更する可能性が高い）

・不明/評価の根拠なし

135.質問134への回答に関する追加情報を提供してください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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96実現可能性措置：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 136-139

136.投資家および保証ニーズを考慮した場合、提案されているマーケットベース手法の改定は、利用者にとって
の追加コストおよび複雑さに対して、情報の比較可能性をどのように変化させますか？

・実質的な改善なし（比較可能性・解釈に影響を与える可能性は低い）

・軽微な改善（認識できるが比較可能性を変える可能性は低い）

・中程度の改善（一部の比較可能性/評価に影響する可能性あり）

・大幅な改善（比較可能性の基準値を変更する可能性が高い）

・不明/評価の根拠なし

137.質問136への回答に関する追加情報を提供してください 

138.質問134～137について、評価の根拠をすべて選択してください

・直接的な実証分析（例：時間単位のファクターを用いたバックテスト）

・時間単位マーケットベース手法適用における実務経験

・文献/ブリーフィングに基づく専門的判断

・一般的な認識（直接的な分析なし）

・回答を控えたい

139.現在の調達戦略と比較した、時間単位対応可能なEACおよび/またはPPAの調達コスト（支払価格）の予想変
化を推定してください。現在の外部コストを3と仮定します

1 - 大幅に低くなる 2 - やや低くなる 3 - 変わらない 4 - 高くなる 5 - 大幅に高くなる

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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97実現可能性措置：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 140-141

140.現在の調達戦略と比較した時間単位/成果物ベースのEAC/PPAの調達価格差に影響を与える主な要因として
想定されるものは何ですか： 

該当するものをすべて選択

• 需要が発生する特定の時間帯・地域における供給状況により、時間単位でのマッチングと供給可能性要件が価
格変動要因となる

• 負荷に時間単位の供給を合わせるために必要なShaping/firmingまたは貯蔵製品

• 契約期間や信用/担保要件が総コストを押し上げる

• 大規模な一括契約ではなく複数の小規模PPAを構築する必要性により、規模の経済性が低下し、固定取引コス
トおよび開発コストが増加する

• 事業者がPPAのみ（二次/スポットEAC市場を利用せず）で時間単位対応・供給可能なEACを自己調達する場合、
供給可能サイト・時間帯の完全な時間単位カバーを確保するため過剰調達が必要となる可能性がある

• 残存時間帯をカバーするための二次/スポット市場でのEAC調達コスト

• その他（次の質問で説明してください）

• なし

141.時間単位対応・供給可能EAC、PPA等におけるコスト変動予測について、現行手法との比較で追加コメント
を記載してください。該当する場合、これが貴社の脱炭素電力調達戦略に与える影響（有無・内容）についても
併せて記載ください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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98実現可能性措置：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 142-145

これらの質問は、提案されている マーケットベース手法 基準に起因する、スコープ2報告を超えた潜在的な財務
報告上の影響についての意見を求めるものです。これらの事項が貴組織に関連する場合、または IFRS もしくは 
GAAP に基づく財務報告に関する専門知識または経験を有する場合にのみ、当該セクションにご回答ください。

142.スコープ2報告を超えて、提案されている マーケットベース手法 基準（時間単位でのマッチング、デリバラ
ビリティ、実現可能性および移行設計を含む）は、PPA もしくは類似のインストルメント（例：IFRS 9 の自家
使用／ヘッジ会計、IAS 37 の損失性契約など）に対し、重大な IFRS／GAAP の財務報告上の影響をもたらしま
すか？

1 - 影響なし 2 - 軽微な影響 3 - 中立的影響 4 - 中程度の影響 5 - 重大な影響

143.評価理由を簡潔に説明してください：影響を受ける可能性のある会計領域を特定し、その理由を明記してく
ださい（例：IFRS第9号自己使用適格性、ヘッジ会計、IAS第37号負担契約リスク）。また、影響の主な要因
（例：時間単位対応、履行可能性、契約条件（期間、違約金、解約条項など））を記載してください

144.中～高影響の場合：影響を受ける領域を選択(該当するものをすべて選択) 

・自己使用

・ヘッジ会計

・IAS 37

・その他（説明してください）

145.質問144で選択した各領域について、主要な要因（例：影響を決定づける主な契約または会計上の特徴）を
簡潔に記述してください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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100マーケットベース手法に関するその他設問：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 146-148

146.以下の質問は、スコープ2インベントリ内外における電力関連の排出量報告に関する原則に基づく考慮事項
に焦点を当てています 

本協議で前述したマーケットベース手法の提案修正案全体を考慮した場合、スコープ2外に電力関連行動の排出
影響を定量化する別個の指標が存在することは、提案修正案に対する見解を変更させるでしょうか？

・はい

・やや

・いいえ

・スコープ2インベントリ外のインパクト指標開発には賛成しません

147.質問146に「はい」または「ややそう思う」と回答された場合、以下のいずれの理由がご意見に合致します
か？該当するものをすべて選択してください  

・提供対象市場境界外の電力プロジェクトへの継続的投資を可能にする

・エネルギー貯蔵やデマンドレスポンスなどの取り組みを定量化する補完的な指標を提供する 

・既存の電力調達慣行への混乱が少ない

・GHGデータ利用者に追加の関連情報を提供する

・目標設定のための追加的なアプローチを提供する

・その他（具体的にご記入ください）

148.質問147で選択した選択肢に関するコメントをご記入ください 

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成



メイン

メイン

セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

101マーケットベース手法に関するその他設問：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 149-152

149.質問146で「いいえ」と回答された場合、電力プロジェクト向けの別個のインパクト指標が提案されている
マーケットベース手法のインベントリ改定に対する見解を変えない理由を説明してください 

150.質問146で「スコープ2インベントリ範囲外のインパクト指標開発を支持しない」と回答された場合、以下の
いずれの理由がご意見に合致しますか？ 

該当するものをすべて選択してください

・これらの影響指標を算出する合意された方法論が存在しない

・影響指標の存在は、時間一致型かつ確実に供給可能な電力調達からの投資を逸らす

・これらの指標は現在の義務的開示枠組みで要求されていない

・これらの指標は現在、目標設定プログラムの一部ではない

・これらの指標は適切に監査可能でない可能性がある

・これらの指標はグリーンウォッシングにつながる可能性がある

・その他（具体的にご記入ください）

151.質問150で選択した選択肢について、コメントをご記入ください。 

152.科学的整合性、気候への影響、実現可能性のバランスを考慮した際、スコープ2の改定または改定の組み合
わせとして最も適切なものはどれですか？回答では、整合性、影響、実現可能性という3つの核心的な意思決定
基準それぞれについて言及し、そのアプローチが各基準をどのように満たすかを説明してください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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103同時同量を免除する閾値

◼ 使用量が閾値以下の企業、中小企業については同時同量の免除が提案されている

◼ なお、供給可能性の要件は免除にはならない

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

内容

概要

品質基準4の更新では、本来、マーケットベース手法で使用されるすべての契約上の手段が、電力消費が発生したのと同じ時間
内に発行・償還されることを求めている。この免除の適用を受ける組織は、免除範囲内の事業活動について、時間単位
（hourly）ではなく、月次または年次の会計間隔を品質基準4のために使用することができる。
免除適格性を定義するための提案には、各電力系統地域ごとの電力消費量や、企業規模に基づく閾値が含まれる。企業規模につい
ては、コーポレート・スタンダードTWGが、最終決定待ちのSBTiドラフト企業分類（SBTi draft company categorization）を用
いることを検討しており、これはEUの「企業持続可能性デューデリジェンス指令（Corporate Sustainability Due Diligence 

Directive）」を参照し、企業規模、地理的条件、および排出上限を考慮して、免除適格企業を区別するものである。

留意事項

この免除は時間単位マッチング（hourly matching）にのみ適用され、組織は依然として「供給可能性」に関するルールを満たす
必要がある。具体的には、この免除は「品質基準5（Quality Criteria 5）」で提案されている要件、すなわちマーケットベース手
法で使用される契約上の手段が、電力消費が発生する同一市場範囲内から調達されるか、またはその事業活動への供給可能性を
示す基準を満たすことを求める要件を変更するものではない。

選択肢

1
使用量が閾値以下の企業は免除：
年間消費量が [X] GWh/年 以下の企業は、供給可能な市場境界において、全ての事業活動について、契約上の手段の時
間的データ階層 に従い、月次または年次の会計間隔を使用することができる。

2
中小企業は免除：
中小企業区分に該当する企業は、その市場境界内の全ての事業活動について、契約上の手段の時間的データ階層に従い、
月次または年次の会計間隔を使用することができる。

3
使用量が閾値以下または中小企業は免除：
年間消費量が [X] GWh/年 以下の企業 または 中小企業区分に該当する企業は、供給可能な市場境界内において、全ての
事業活動について、契約上の手段の時間的データ階層に従い、月次または年次の会計間隔を使用することができる。

4
使用量が閾値以下かつ中小企業は免除
年間消費量が [X] GWh/年 以下で かつ 中小企業区分に該当する企業は、供給可能な市場境界内において、すべての事業
活動について、契約上の手段の時間的データ階層に従い、月次または年次の会計間隔を使用することができる。

下表は「Public Consultation – Scope 2 P42-43 “6.1 Description of proposed change ”」より作成
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104同時同量を免除する閾値：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 153-155

153.

オプション1. 供給可能市場境界内で年間消費量が[X]GWh/年以下の企業は、契約文書における時間的データ階層
に従い、当該市場境界内の全事業について基準4の算定間隔を月次または年次とすることができる   

オプション2. 中小企業に該当する企業は、契約文書における時間的データ階層に従い、当該市場境界内の全事業
について基準4の算定間隔を月次または年次とすることができる   

オプション3．供給可能市場境界において年間消費量が[X]GWh/年以下の企業、または中小企業の区分に該当す
る企業は、契約文書における時間的データ階層に従い、当該市場境界内の全事業活動について基準4の算定間隔
として月次または年次を使用できる  

オプション4. 供給可能境界において年間消費量が[X]GWh/年以下かつ中小企業の区分に該当する企業は、契約文
書における時間データ階層に従い、当該市場境界内の全運用について基準4の算定間隔として月次または年次を
使用できる 

上記の選択肢（1～4）のいずれかによる時間単位マッチングの免除を認めることに、1～5の尺度でどの程度賛成
しますか？ 

1 - 支持しない 2 - やや支持する 3 - 中立 4 - 概ね支持する 5 - 完全に支持する

154.支持理由がある場合はご記入ください。該当するものをすべて選択してください

• 一定規模未満の組織が共同で排出削減に取り組む場合、最大排出組織よりもスコープ2排出量が少なくなると
いう、整合性・影響力・実現可能性の合理的な均衡を反映

• 閾値以下の組織が、年間調達アプローチを用いた自主的な調達活動を継続するよう促す

• 閾値以下の組織にとって時間単位での対応が困難な場合があるため、より公平な報告手法を提供する

• 電力市場および時間単位対応インフラへの移行負荷を軽減する

• その他（ご記入ください）

155.ご支持の理由に関する追加コメントがあればご記入ください 

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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105同時同量を免除する閾値：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 156-160

156.反対の懸念事項または理由がある場合は、ご記入ください。該当するものをすべて選択してください
・マーケットベース手法報告の正確性と関連性を低下させる
・企業間で不整合が生じ、利用者の透明性と比較可能性を低下させる
・評判リスクを生み、マーケットベース手法主張への懐疑心を増大させる
・自主的市場を分断し、時間単位データの普及・活用への移行を遅らせる可能性がある
・実現可能性は恒久的な免除ではなく、一時的な措置（段階的導入/レガシー対応など）でより適切に対処できる
・ツールとインフラは急速に改善しており、広範な免除はますます不要になる
・免除には賛成するが、適格性の定義には異なる基準を用いるべきである
・その他（ご記入ください）

157.ご懸念事項や支持しない理由に関する追加コメントがあればご記入ください 

158. 免除の必要性を裏付ける証拠および/または合理的根拠（例：データアクセス、コスト、実現可能性）は何ですか？

159.負荷ベースの免除閾値
オプション1、3、4では、定義された境界内で適用されるGWh負荷閾値を導入します。セクション5.3.1の質問70では、各
デリバブル市場境界あたり5、10、または50GWhのいずれかの免除閾値を選択しました。異なる量のGWh負荷閾値を希望
する場合は、境界あたりGWh単位の単一の閾値量を提案し、その理由を説明してください
a. [配送可能市場境界/サイト/その他]あたり閾値 [数値を入力] GWh 
b. 第5.3.1節質問70で選択した優先オプション 

160. (a)で異なる閾値を提示した場合、提案する閾値が免除の意図（マーケットベース手法の完全性と影響を維持しつつ
報告負担を軽減）にどのように適合するか説明してください。この免除閾値は、供給可能市場境界あたり5、10、または
50GWhの免除閾値と比較して、提案されたマーケットベース手法要件の管理負担およびコスト負担にどのような影響を
与えるか？ 
根拠（300語未満）

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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106同時同量を免除する閾値：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 161-165

161.免除オプション2、3、4では、報告者が中小企業の区分に該当することを基準としています。この区分枠組
みはコーポレートスタンダード技術作業部会（TWG）によって策定中です。中小企業を定義する具体的な基準と
して、以下のうち該当するものをすべて選択してください
・従業員数
・年間純売上高
・貸借対照表
・排出量（スコープ1＋ロケーションベース手法スコープ2）
・企業所在地（高所得国・上位中所得国と低所得国・下位中所得国）
・その他（説明してください）

162.中小企業の定義基準に関する追加コメントがあればご記入ください

163.時間単位対応の免除に関する4つの適格性案のうち、マーケットベース手法の完全性、影響力、実現可能性
の最も合理的なバランスを反映しているのはどれか。質問159で選択した免除閾値を適用すること 
・選択肢1 
・選択肢2
・選択肢3
・選択肢4
・上記いずれでもない（理由を説明してください）

164.質問163で「該当なし」を選択された場合、時間単位マッチングへの免除適用に関するご希望の適格条件を
記述し、これがマーケットベース手法の完全性、影響力、実現可能性の合理的な均衡をどのように反映している
かを概説してください

165.質問164への回答に関する追加コメント（最も適切である主な理由、回答に影響を与えた地域的・業界固有
の考慮事項を含む）を記載してください（300語以内）

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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107同時同量を免除する閾値：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 166-16

166.免除は期限付き（すなわち段階的に廃止）とすべきか、それとも継続的とすべきか？ 期限付き（すなわち段
階的に廃止される）

・継続的

・不明

・免除制度に賛成しない

167.質問166で免除措置を期限付きとする選択をした場合、この段階的廃止の実施方法と、この提案が免除の意
図（すなわち、マーケットベース手法の完全性と影響力を維持しつつ報告負担を軽減すること）に合致する理由
を説明してください 

168.質問167で提供された提案とは別に、免除が誤用されないこと、および報告組織間の比較可能性が維持され
ることを確保するために必要な安全策について説明してください  

169.免除を適用する場合、当該組織はコーポレートスタンダードおよびスコープ2基準に準拠しているとみなさ
れるべきですか？  

・はい、時間単位対応免除を利用する組織は準拠しているとみなすべきです

・いいえ、時間単位対応免除を利用する組織は準拠しているとみなすべきではありません

・免除を適用する企業に対しては、別途適合レベルを定義すべきである

・不明

・その他（説明してください）

170.質問169への回答に関する追加コメントがあればご記入ください

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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レガシー条項
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109レガシー条項

◼ 改定前から締結されていた契約（投資）は、引き続き1時間同時同量や供給可能性の要件を満たさずとも、適
格性を認める提案がなされている

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

内容

概要

マーケットベース手法要件の改定案との関連において、この条項は、提案されている「1時間単位のマッチング要件」お
よび「供給可能性要件」を満たさない場合であっても、既存の契約取決めから生じる契約上の手段（たとえばエネルギー
属性証書など）を、スコープ2のマーケットベース手法会計内で引き続き算入することを、組織に認める可能性がある。
この目的は、スコープ2マーケットベース手法の報告における、適格な既存投資に関する報告の継続性を維持すること
にある。

留意事項

発効日以前に締結された契約は引き続き使用できるが、その結果は当該契約に影響を受けるものとして、明確かつ個別に
開示されなければならない。このアプローチは、主として投資家、貸し手、その他の債権者など、一般目的財務報告の
主要利用者に対して、有用な マーケットベース手法 情報を提供することを目的としており、企業間および期間間の比
較可能性を高める一方で、報告機関に対して適応のための時間を与えるものである。

パブリックコンサ
ルテーション後の
予定

コンサルテーション期間の終了後、GHGプロトコルは TWG と連携して、この移行ツールに関する提案をさらに発展
させる予定である。

下表は「Public Consultation – Scope 2 P46 “7.1 Description of proposed change”」より作成
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110レガシー条項：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 171-175

171. 現行のスコープ2品質基準に準拠する既存の長期契約を、更新された品質基準4（時間単位のマッチング）お
よび品質基準5（供給可能性）の適用対象から除外するレガシー条項の導入について、1～5の尺度でどの程度支
持しますか？  
1 - 支持しない 2 - やや支持する 3 - 中立 4 - 概ね支持する 5 - 完全に支持する

172.支持理由がある場合はご記入ください。該当するものをすべて選択
• 既存の長期契約はエネルギー資源に対する重要な財務的・運営上のコミットメントを反映しており、整合性、

影響、実現可能性の合理的なバランスを反映している
• 既存契約を有する組織が、年間調達アプローチによる自主的調達を継続するよう促す
• スコープ2ガイダンスの早期採用者が不利にならないよう保証することで、より公平なアプローチを提供する
• 長期契約に対する信頼と市場の確信を維持するのに役立つ
• 組織が更新された品質基準へ移行するための現実的な道筋を提供する
• その他（ご記入ください）

173. 支持の理由に関する追加コメントがあればご記入ください

174. 反対の懸念事項または理由がある場合は、ご記入ください。該当するものをすべて選択してください
• マーケットベース手法報告の全体的な正確性と関連性を低下させる 
• 企業間で不整合が生じ、利用者の透明性と比較可能性を低下させる
• マーケットベース手法の目的と整合せず信頼できる市場シグナルや削減計画を弱体化させ規制当局の期待と矛

盾する可能性有
• 評判リスクを生み、マーケットベース手法の主張に対する懐疑心を増大させる
• 自主的市場を分断し、時間単位データの普及・利用拡大への移行を遅らせる可能性がある

175.ご懸念事項または支持しない理由に関する追加コメントをご提供ください 

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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111レガシー条項：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 175-178

176.レガシー条項に基づく契約適格性を判断する基準日はいつとするべきか？
・スコープ2基準の実施日（移行期間終了後）以前に締結された契約
・スコープ2基準公表日以前に締結された契約
・その他（説明してください）
・レガシー条項を支持しない

177.質問176への回答に関する追加コメントがあればご記入ください

178.レガシー条項が含まれる場合、マーケットベース手法の完全性、影響、実現可能性のバランスを図るため、
以下の設計要素についてコメントを提出してください。該当する項目のみ回答してください 
• 対象となる契約の種類と期間：対象となる契約を定義すること（例：PPA、公益事業グリーン料金、特定供給

者契約、分離型証明書）。最低当初契約期間、および永久契約または期間未定義契約の取り扱い・対象可否を
含めること 

• レガシー契約の適用期間：更新後のスコープ2品質基準が全契約に適用されるまでの期限または最大残存期間
を明記すること 

• 既存契約手段が最も困難な時間帯や地域を対象とすることを防止する配分ルール 
• レガシー契約が第三者に売却または譲渡される場合の移転・再販売要件 
• 延長および修正：締切後の契約延長または重要な修正が適格性に与える影響を定義すること（例：延長または

修正された部分が、更新されたスコープ2品質基準の対象となる新規契約として扱われるか否か） 
• 開示事項：レガシークラウゼ適用時の開示範囲と詳細度（例：レガシー処理対象契約を含む/含まないマー

ケットベース手法結果の別掲、対象契約比率、負荷カバー率、レガシー状態の終了予定時期） 
• 適用前日の規制措置：締切日前にレガシー適格性を拡大する目的のみで契約を結ぶことを抑制する手法（例：

締結日と交渉プロセスの開示） 
• グローバルな公平性：対象契約の地域的集中および関連する公平性に関する考慮事項に対処するためのアプ

ローチ 

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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112レガシー条項：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 179-181

179.質問179-180は、レガシー条項に起因する気候関連財務リスク開示プログラムの利用者にとっての潜在的な
課題について意見を求めます。これらの問題が貴組織に関連する場合、または気候関連財務リスク開示プログラ
ムに関する直接的な専門知識や経験をお持ちの場合にのみ、このセクションにご回答ください。  

レガシー条項は、気候関連財務リスク開示プログラムの利用者にとって重要な影響を及ぼしますか？ 

1 - 影響なし  

2 - 影響は最小限  

3 - 中程度の影響   

4 - 多くの影響がある   

5 - 重大な影響

180.評価理由を簡潔に説明してください：潜在的な影響の内容と、その影響を主にもたらす要因（例：比較可能
性、透明性など）を特定してください 

181.一部のステークホルダーは、スコープ2排出量算定における継続性と比較可能性のバランスを取る手段とし
て、レガシー条項以外の移行ツールを好む意向を示しています。 

スコープ2 マーケットベース手法において、整合性・影響力・実現可能性を維持しつつ、継続性と比較可能性を
最適に両立させる移行アプローチはどれか？

• レガシー条項：現行の品質基準を満たす既存契約については、質問178で説明した通り、マーケットベース手
法下での報告を継続することを認める

• 統一発効日：レガシー条項ではなく、定義されたリードタイムを経た特定の日付以降、全ての契約手段に更新
された品質基準を適用する 

• 当該日付以前に締結された契約の影響を受けた結果を分離して開示する別個の開示項目を設ける

• その他（具体的に明記してください）

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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113レガシー条項：［仮訳］パブリックコンサルテーションの設問 182-183

182.質問181で「その他」を選択した場合、スコープ2のマーケットベース手法において継続性と比較可能性をよ
り適切に両立させつつ、完全性・影響力・実現可能性を維持する代替的な移行アプローチの詳細を提示してくだ
さい 

183.レガシー条項ではなく統一発効日を適用する場合、組織が更新された品質基準を全ての契約文書に適用する
ことを義務付ける適切な日付は何か？

20XX形式で入力（2000から2099までの数値を指定）

（出所）GHGプロトコル「 Public Consultation – Scope 2 」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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FAQ：
GHGプロトコル「Frequently Asked Questions: Scope 
2 and Electricity Sector Consequential Accounting 
Public Consultations（2025年11月17日）」の翻訳

114



メイン

メイン

セント

背景①

背景②

サブ①

サブ②

115FAQ：大局的な質問（1/2）

（出所）GHGプロトコルFrequently Asked Questions: Scope 2 and Electricity Sector Consequential Accounting Public Consultations（2025年11月17日）」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

番号 設問 回答

1

なぜGHGプロト
コルはScope 2

ガイダンス
（2015年）の更
新を行っている
のですか？

Scope 2ガイダンス（2015年）の発行から10年が経過し、今回の更新はタイムリーであり必要なものです。この改定は、
これまで標準がどのように実務に適用されてきたか、また電力システムがこれまで以上にクリーンで複雑かつ相互接続的
になってきたことを踏まえ、改善を行う機会です。信頼できる投資家向け気候データに対する期待は大幅に高まり、より
高い精度と一貫性の必要性が強調されています。Scope 2会計の更新によって、報告される排出量が今日の進化する電力
市場やデータシステムをより忠実に反映し、企業が購入および消費したエネルギーをより高い精度、比較可能性、そして
財務報告基準への整合性をもって報告できるようになります。

2

Scope 2改定案
で変わらない部
分は何か ― そ
して何が新しい
のか？

提案されているScope 2フレームワークは、企業がよく知る、ロケーションベースおよびマーケットベースの二重構造の
報告体制を維持しています。新しい点は、科学的整合性を強化し、野心的な気候行動を前進させるための意思決定を支え
る情報の充実、外部報告フレームワークとの整合、そしてScope 2スタンダードのグローバル利用者にとっての実現可能
性を高めることを目的として、ロケーションベースおよびマーケットベース手法への新たな提案が行われていることです。
主な改定提案には以下が含まれます：
• 更新されたロケーションベースの排出係数の階層構造と、「アクセス可能な」排出係数の定義
• 活動データが利用可能な場合にアクセス可能な最も精緻なロケーションベースの排出係数の使用を要求
• すべてのマーケットベース報告に対するデリバラビリティ要件の導入
• 閾値を超える電力を使用する組織による自主的クレーム向けの時間単位マッチング要件の導入
• 時間単位マッチングは残余ミックスの報告には適用されないものとする
• 報告主体が標準供給サービス（SSS）の自らの按分分以上をクレームできないという明確化されたガイダンス。これに

より、SSSと自主的な契約手段の双方が更新された品質基準に整合し、適切な順序で適用されることを確保する
• 残余ミックスの定義更新と、残余ミックスが利用できない場合には化石燃料のみの比率を使用すること
• 提案されている改定の実施を容易にするための実現可能性措置
提案されている改定は、企業が野心的な気候行動を取ることを支える、正確で比較可能なデータを提供するために、馴染
みのあるフレームワークを維持しながらも、それをより精緻化することを目指しています。GHGプロトコルは自主的およ
び義務的な開示の双方で数千もの企業に利用されており、実施可能性の確保は中心的な優先事項です。パブリックコンサ
ルテーション向けの提案されている実現可能性措置には、時間単位データを持たない組織向けの負荷プロファイルの使用、
閾値未満の組織に対する時間単位マッチングの免除、既存投資のためのレガシー条項やその他の移行ツールの検討、市場
が適応するための段階的な実施タイムラインの検討などが含まれます。さらに、提案されている改定は、インベントリ会
計とプロジェクト会計の間に明確な区別を描くことを目指し、「アクションおよび市場手段技術作業部会」が両方の排出
会計手法を支える包括的な報告フレームワークをさらに構築するための基盤を築くものです。
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116FAQ：大局的な質問（2/2）

（出所）GHGプロトコルFrequently Asked Questions: Scope 2 and Electricity Sector Consequential Accounting Public Consultations（2025年11月17日）」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

番号 設問 回答

3

これらの提案さ
れた変更は、
Scope 2ガイダ
ンス（2015年）
に対しどのよう
にして策定され
たのですか？

Scope 2パブリックコンサルテーションは、GHGプロトコルが長年にわたり採用してきた基準開発へのアプローチを反映
した、厳格で透明性の高いマルチステークホルダー・プロセスの成果です。このプロセスのすべての段階は、包括性、信
頼性を確保するよう設計されており、GHGプロトコルの「意思決定基準および階層」によって導かれています。これらは、
完全性、影響、実現可能性のバランスを取り、最終的なScope 2更新がグローバル利用者のための技術的厳密性と実務的
な実現可能性の双方を反映するようにしています。
Scope 2の改定は、2022～2023年のグローバル調査および提案プロセスから始まる、広範なステークホルダーからの意見
により形作られてきました。2024年9月以降、Scope 2事務局はエネルギーおよび会計の専門家から成るテクニカル・
ワーキンググループ（TWG）を招集しており、ここには世界中の学術界、政府機関、非営利団体、民間企業からの専門家
が参加しています。テクニカル・ワーキンググループは、検討されている特定のテーマや問題に関して専門的な知見を提
供し、共同で提案を策定しました。これらの提案はその後、GHGプロトコル独立基準委員会（ISB）によってレビューさ
れました。同委員会は、会計分野の追加の専門家から構成され、GHGプロトコル基準全体にわたって中立性、信頼性、ス
テークホルダーの利害のバランスを確保するための監督機能を持っています。ISBは、パブリックコンサルテーションに
向けた提案された改定案を承認しました。
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117FAQ：コンサルテーションのプロセスに関する質問(1/1)

（出所）GHGプロトコルFrequently Asked Questions: Scope 2 and Electricity Sector Consequential Accounting Public Consultations（2025年11月17日）」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

番号 設問 回答

4

コンサルテーションのフィード
バックは公開され、回答者に帰
属されますか？また、匿名でコ
メントを提出するオプションは
ありますか？

はい、すべてのフィードバックは公開され、企業、団体、または個人のいずれであっても、回答者に帰
属されます。すべての回答者は、提出の一部として氏名、所属、国名を提供する必要があります。ごく
例外的に、完全な帰属が回答者の参加能力を妨げる場合には、回答者は公開コンサルテーション用
フィードバックフォームの人口統計部分にある該当オプションを選択することで、匿名を希望すること
ができます。このような場合でも、氏名、所属、国名は収集されますが、公的に公開されるフィード
バック記録には含まれません。

5

参加者はすべての質問に回答す
る必要がありますか、それとも
自組織に関連するセクションの
みに回答することができます
か？

人口統計セクションで明確に記載されている質問を除き、すべての質問は任意です。参加者は、自組織
の活動、経験、専門性に関連しない質問をスキップすることができ、最も有益な意見を提供できる領域
に集中することが推奨されています。多くの質問では、以前の回答に対して追加のフィードバックを提
供する機会が設けられています。
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118FAQ：提案内容に関する質問(2/6)

（出所）GHGプロトコルFrequently Asked Questions: Scope 2 and Electricity Sector Consequential Accounting Public Consultations（2025年11月17日）」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

番号 設問 回答

6

提案されている改定において、
エネルギー属性証書（EACs）
（例：GECs、GOs、RECsな
ど）の購入は、企業のScope 2

マーケットベース排出量削減と
して算入されますか？

はい。提案されている改定の下では、EACs は引き続き、マーケットベース手法を通じて電力の排出量を
電力の最終利用者へ配分するための有用な手段として位置づけられます。しかし、現在の提案のもとで
は、免除閾値を超える企業については、EACs は電力消費の各時間に対して物理的に供給可能であり、か
つ時間単位でマッチしている必要があります。

7

既存の投資／長期契約（PPAな
ど）は、提案されている改定の
中でどのように考慮されていま
すか？

Scope 2パブリックコンサルテーションでは、電力購入契約（PPA）などの既存の長期契約手段を、更新
された品質基準によってScope 2インベントリ内での適格性が影響を受ける可能性がある中で、どのよう
に扱うべきかについて寄せられた幅広いフィードバックを概説しています。これに対応するために、コ
ンサルテーションでは2つの潜在的な移行アプローチが提示されています。1つは「レガシークロース
（legacy clause）」を適用し、現行基準の下で既存の手段を一定期間にわたり既得権として扱うもの、
もう1つは、すべての報告者が一定の準備期間後に新要件へ同時に移行することを求めるものです。
この問題は、買い手への電力の直接供給を伴わない金融型またはバーチャル型PPAについて、特に関連
性が高い可能性があります。一方、報告者自身の電力系統地域内で物理的に電力を供給する契約、すな
わち物理的PPAは、Scope 2インベントリ内で引き続き完全に算入可能となる場合があります。
レガシークロースは、既存の契約が提案されている時間単位マッチングや供給可能性要件を満たさない
場合であっても、Scope 2マーケットベース会計の下で既存契約からの手段を算入することを許容する可
能性があります。
また別の検討中のアプローチとして、単一の発効日を設定し、すべての報告者が一定の準備期間後に新
要件へ同時に移行する方式があります。このアプローチは、企業が既存の契約の変更を検討する時間を
確保するものであり、移行期間中に分解された開示によって支えられるものです。
Scope 2パブリックコンサルテーションには、レガシークロースの設計や、代替案である単一発効日アプ
ローチに関する複数の質問が含まれており、各オプションが、報告組織やGHGプロトコルの報告データ
利用者にどのような影響を与えうるかについて問い合わせています。私たちは、レガシークロースのさ
らなる検討や、移行に向けた代替アプローチに関するフィードバックを得るため、コンサルテーション
への積極的な参加を奨励しています。
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（出所）GHGプロトコルFrequently Asked Questions: Scope 2 and Electricity Sector Consequential Accounting Public Consultations（2025年11月17日）」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

番号 設問 回答

8

提案における組織の免除のため
の具体的な閾値および基準は何
ですか？

テクニカル・ワーキンググループ（TWG）および独立基準委員会（ISB）はいずれも、一定の閾値未満
の組織に対する時間単位マッチング要件の免除を支持していますが、具体的な閾値については、GHGプ
ロトコルの「意思決定基準および階層」（付録A参照）：完全性、影響、実現可能性とのバランスを確保
するために、さらなるインプットが必要です。検討されている選択肢には、市場境界あたりの負荷
（GWh）に基づく閾値や、企業レベルでのSME指定などが含まれます。Scope 2パブリックコンサル
テーションには免除の閾値に関する複数の質問が含まれており、免除設計のさらなる発展のためのコン
サルテーションへの積極的な参加を奨励しています。

9

企業が自社の市場境界外でク
リーンエネルギープロジェクト
を支援したい場合、提案されて
いる改定に基づき、これらのプ
ロジェクトから得られるEACs

はどこに報告すべきですか？

提供可能な市場境界外でのプロジェクト開発は、依然として大きな排出影響を持ち得ます。また、独立
基準委員会（ISB）は、この種のアクションの影響を評価・反映するための明確な会計および報告方法の
必要性を確認しています。これらの影響がプロジェクトや文脈によって異なる可能性があることを認識
したものです。これらのアクションは報告組織のバリューチェーン外（すなわち、デリバラビリティ境
界外）で発生するため、提案されているScope 2スタンダード改定の枠組みの中ではインベントリ会計に
は該当しません。アクションおよび市場手段テクニカル・ワーキンググループは、Scope 2 TWG のサブ
グループが開始した作業を引き継ぎ、結果的アクションのための会計方法をさらに開発しています。ま
た、電力部門の帰結的排出影響のコンサルテーション（Consequential Electricity Sector Emissions 

Impact Consultation）がその継続的な作業に情報を提供します。

10

提案されているScope 2改定の
下で、必要なデータや電力網イ
ンフラが多くの地域にまだ存在
しない状況で、企業はどのよう
にして時間単位マッチングを実
施できるようになるのですか？

段階的な実施期間が設けられることで、提案された更新の承認から採用が求められるまでの間に複数年
を確保し、時間単位マッチングを支えるインフラストラクチャーの発展を進めることができます。さら
に、負荷プロファイルを使用して、年次または月次の電力データを時間別電力データに変換し、新しい
提案要件への適合を可能にすることができます。

11

私の国では電力網の透明性が限
られており、再生可能エネル
ギー政策も断片的です。提案さ
れている改定は、そのような制
約に直面する企業にどのように
対応するのですか？

GHGプロトコルはグローバルスタンダードであり、幅広い参加と適用可能性を確保することは、この更
新の目標の中心です。そのために、Scope 2パブリックコンサルテーションには、地域特有の実現可能性
および提案されている改定の影響に関するフィードバックを収集するために設計された複数の質問が含
まれています。GHGプロトコルは、更新された基準が世界中のすべての地域で実用的かつ公平に適用で
きることを確保するためのあらゆるフィードバックを歓迎します。
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（出所）GHGプロトコルFrequently Asked Questions: Scope 2 and Electricity Sector Consequential Accounting Public Consultations（2025年11月17日）」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

番号 設問 回答

12

自主的なクリーンエネルギー調
達に取り組む企業にとって、提
案されている改定はコストや事
務負担をどのように考慮してい
ますか？

本改定では実現可能性の確保が中心的な目標です。そのため、Scope 2パブリックコンサルテーションで
は、提案されている改定による事務的影響やコスト影響に関するフィードバックを収集するために設計
された複数の質問が含まれています。GHGプロトコルは、Scope 2データの精度、透明性、比較可能性
を向上させるためには、より詳細な情報や新たなシステムが必要になる可能性があり、一部の報告者に
とっては努力やコストが増加する可能性があることを認識しています。したがって、コンサルテーショ
ンでは、精度向上と意思決定に資する情報の利点と、複雑性や負担の増加の可能性とのバランスをどの
ように最適化すべきかについての意見を求めています。GHGプロトコルは、基準が完全性、影響、実現
可能性のバランスを適切に取れるように、あらゆるフィードバックを歓迎します。

13

Scope 2改定は、ターゲットや
開示フレームワークとどのよう
に整合しますか？

GHGプロトコルは、GHG会計・報告エコシステム全体の調和を推進することに取り組んでいます。独立
基準委員会（ISB）のオブザービングエンティティであるSBTi、CDP、EFRAG、GRI、ISSBなどはISB

会合に直接参加し、検討中の重要事項について正式なインプットを提供できます。この協働を通じて、
オブザービングエンティティは、提案されている更新が主要な報告・ターゲット設定システムのニーズ
を反映しつつ、GHGプロトコルの独立性と完全性を維持することに寄与します。GHGプロトコルは、
Scope 2スタンダードを含む基準の整合性を高め、国際的な主要開示・ターゲット設定フレームワークと
相互運用性を維持するために、この構造化された関与方法を活用しています。この目標は、GHGプロト
コルの意思決定基準2B（付録A参照）に明記されています。また、GHGプロトコルはISOとの画期的な
パートナーシップの一環として、基準の調和を確保するための取り組みも行っています。

14

提案されている改定では、残余
ミックス排出係数を時間単位で
マッチさせることが必要です
か？

いいえ。提案されている改定では、残余ミックス排出係数を使用する際に時間単位のマッチングは必須
ではありません。残余ミックス排出係数は、関連する市場境界における利用可能な最高レベルの時間精
度（時間、月、年など）を反映するべきですが、組織が電力使用量を残余ミックスに時間単位でマッチ
させる必要はありません。自主的な契約手段や標準供給サービスでマッチされない活動データについて
は、報告主体は年次もしくは月次の電力消費データを使用し、年次または月次の残余ミックス係数を適
用できます。同一報告年内で、契約手段でカバーされる時間帯には時間単位マッチングを用い、それ以
外には年次残余ミックスを用いるなど、異なるアプローチを併用することも可能です。

15

提案されている改定では、標準
供給サービス（SSS）を時間単
位でマッチさせることが必要で
すか？

提案されている改定では、報告主体が免除閾値を満たさない場合、マーケットベース手法の下で報告さ
れる標準供給サービス由来の契約手段は、適用されるエネルギー消費と同じ時間の電力にマッチさせる
必要があります。時間単位のSSSデータがない場合には、負荷プロファイルを使用して時間単位データ
を推計できます。報告主体が免除閾値を満たす場合には、標準供給サービス由来の契約手段は、適用さ
れるエネルギー消費と同じ月または年にマッチさせることができます。
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（出所）GHGプロトコルFrequently Asked Questions: Scope 2 and Electricity Sector Consequential Accounting Public Consultations（2025年11月17日）」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

番号 設問 回答

16

提案されている改定では、私の
地域における「アクセス可能
な」排出係数はどのように定義
されていますか？

排出係数は、無料で公開されており、かつ信頼できる情報源から提供されている場合に「アクセス可
能」であると見なされます。Scope 2パブリックコンサルテーションでは、この要件の中核となる原則が
示されており、それらの原則がデータの完全性と実現可能性を確保するために適切かつ十分であるかに
ついてステークホルダーの意見を求めています。コンサルテーションはこれらの基礎原則の確認に重点
を置いていますが、排出係数データ提供者の詳細な技術的・手続的要件は、Scope 2標準開発計画に示さ
れているように、Scope 2ワークストリームのフェーズ2で開発されます。GHGプロトコルは、信頼でき
る情報源の定義や地域での例について、コンサルテーションを通じて回答者が提案することを奨励して
います。

17

提案されている改定の下でも、
購入した熱、蒸気、冷熱は
Scope 2で報告されますか？

はい。購入した熱、蒸気、冷熱は、GHGプロトコルの下で引き続きScope 2として報告されます。この
テーマはフェーズ2の一部として追加ガイダンスを提供する予定です。詳細についてはScope 2標準開発
計画を参照してください。

18

EACが接続された市場境界から
調達されている地域について、
改定案ではどのように考慮され
ていますか？

品質基準5の改定案では、市場境界を精緻化し、すべての証書がデリバラブル（供給可能）と見なされる
発電から調達されることを求めています。最初の選択肢がデフォルトアプローチとなります。定義され
た市場境界内から証書が調達される場合、デリバラビリティ原則との整合を示す追加の証明は不要です。
他の2つの方法論は選択制の高度なアプローチであり、電力市場や電力網が実際にどのように運用されて
いるかをよりよく反映するためのものです。具体的には以下の3つの方法が提案されています：
1. 需要が存在する同一デリバラブル市場境界内の発電施設から調達された属性
2. 隣接市場間の電力価格差を通じて送電容量の余剰が示される場合の属性
3. 発電地点から消費地点までの物理的な供給を示す契約または市場手段と組み合わされた属性

19

改定案では、私の地域で何が標
準供給サービス（SSS）として
該当するか、どのように定義さ
れていますか？

改定案では、標準供給サービス（SSS）は、自主的な調達の結果ではなく、デフォルトまたは規制され
たサービス契約を通じて消費者に供給される電力またはエネルギーと定義されています。SSSは、規制
されたコスト回収の対象となる供給、政府が義務付けるクリーンエネルギー調達プログラム（例：RPS、
CES、FITなど）、公共サービス義務の下で運営される公的所有施設など、公共サービス義務の下でエン
ドユーザーに届けられるエネルギーを表します。本定義の意図は、マーケットベース手法の下でEACに
より裏付けられた自主的クレームに該当する資源と、これらの共有システム資源を区別することです。
コンサルテーションでは、定義が各管轄地域におけるデフォルト供給の運用実態を正しく反映するよう、
地域特有の例やフィードバックが求められています。
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（出所）GHGプロトコルFrequently Asked Questions: Scope 2 and Electricity Sector Consequential Accounting Public Consultations（2025年11月17日）」等よりみずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

番号 設問 回答

20

Scope 2更新は、GHGプロトコ
ルのアクションおよび市場手段
（AMI）ワークストリームとど
のように関連しますか？

Scope 2更新は、企業が自らのインベントリ内で排出量を測定する方法に焦点を当てており、これは組
織・運用境界内で排出量を割り当てる「帰属的会計」の一形態です。一方で、別のパブリックコンサル
テーションでは、結果的手法を使用して電力部門アクションの回避排出量を推計するための資料が含ま
れています。このコンサルテーションから得られる知見は、アクション＆市場手段（AMI）テクニカル
ワーキンググループの作業を支援し、回避排出量などの影響を定量化・報告するための標準化された部
門横断的要件を進めることに寄与します。

21

提案されているScope 2改定は、
時間や場所の精度だけでなく、
実際の排出影響と整合したマー
ケットベース主張をどのように
確保するのですか？

提案されている改定は、電力の発電と消費の物理的・時間的実態をより正確に反映したマーケットベー
ス報告を強化し、広範な排出パターンとの整合性を改善することを目指しています。デリバラビリティ
や時間単位マッチングなどの更新された品質基準は、単なる証書の契約上の所有ではなく、実際に低炭
素電力が供給される「いつ、どこで」をより正確に反映することを目的としています。提案では、マー
ケットベース手法手法の更新がいかに科学的整合性や会計原則との整合性を改善し、企業の野心的な気
候行動を支援しつつ、グローバルな報告者にとっての実現可能性を維持できるかを評価しています。パ
ブリックコンサルテーションでは、これらの提案された改定が、この目的群と現状のバランスを適切に
取っているかについての意見を求めています。
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